
　杏林学園は 1966 年に創立されました。それ以降、医学部、保健学部、総合政策学部（旧社会科学部）、
外国語学部、大学院を設置し、総合大学として発展してきました。
　杏林の名は中国の故事に由来します。その昔、中国の廬山に董奉という医師がおり、董奉は病気が治っ
た人達から治療代を受け取らず、その代わりに杏の苗を植えさせました。それがいつしか鬱蒼とした
林となったことから、後世、良医のことを杏林と呼ぶようになったと言われています。
　杏林大学の建学の精神は「眞善美の探究」です。「眞」は真実・真理を究めること、「善」は倫理観を持っ
た良き人間性を形成すること、「美」は謙虚に学び、他を尊重し、自分にも厳しい立派な人間に成長す
ることを意味します。「眞善美の探究」を通じて、優れた人格を持ち、人のために尽くすことができる
国際的な人材を育成することが、杏林大学の教育理念です。

日本私立医科大学協会

第94号

Contents

巻 頭 言 「医療系大学間共用試験の公的化について」 ................................................　2 ～ 7 
特 集 「大学病院における医療安全管理の取組み」  ............................................　8 ～ 23
論 壇 「医療現場への IT/AI の実装の課題とAI ホスピタルプロジェクト」 ...　24 ～ 27
施 設 紹 介 「東京女子医科大学」 ............................................................................................ 　28
 「岩手医科大学」 ................................................................................................... 　29
 「杏林大学」 ........................................................................................................... 　30
 「関西医科大学」 .........................................................................................　31 ～ 33
訃 報 .....................................................................................................................　34 ～ 36
医大協ニュース  ............................................................................................................   37 ～ 48
協会及び関係団体の動き ..................................................................................................   49 ～ 53

杏林の語の由来（杏林大学）



日本私立医科大学協会　医学振興　第 94 号 巻頭言

2

Ⅰ．はじめに

 巻頭言

医療系大学間共用試験の公的化について

公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構・理事長
学校法人慈恵大学・理事長

栗原　敏 氏 

　令和 3 年 5 月、医師法の一部が改正され、医師法
第 17 条“医師でなければ医業をなしてはならない”、
の第二項に“大学において医学を専攻する学生で
あって、共用試験に合格したものは、前条の規定に
関わらず、当該大学が行う臨床実習において、医師
の指導監督の下に、医師として具有すべき知識及び
技能の習得のために医業をすることができる”が追
加され、監督者の指導の下で、医学生が医業を行う
ことができるようになりました（図 1、図 2　厚生
労働省作成資料）。具体的には、令和 5 年 4 月から

改正医師法が施行され、令和 5 年度からの新共用試
験に合格した医学生が診療参加型臨床実習に進み、
令和 7 年度からの医師国家試験の受験要件に新共用
試験の合格が加わることとなりました。
　臨床実習における医業が法的に位置付けられ、厚
生労働省「医学生が臨床実習で行う医業の範囲に関
する検討会」報告書（https://www.mhlw.go.jp/stf/
shingi2/0000209695_00003.html）を踏まえ、処方箋
の交付が、政令で制限されました。このような共用
試験の公的化および医学生の医業の法制化が意図す
るところについて、これまでの経緯を踏まえて述べ
てみたいと思います。

【図 1】改正法条文・附帯決議

出典：厚生労働省資料
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　Ⅱ．医学教育改善の経緯

　医師になるためには、医師として必要な知識を有
していると共に、技能・態度を修得していることが
求められます。知識、技能・態度を卒前・卒後の教
育課程で、どのように学ぶことが適切かなどに関
してはこれまでも検討されており、“医学教育の改
善に関する調査研究協力者会議の最終まとめ（昭
和 62 年　https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/
chousa/koutou/029/siryo/07071214/001/016/001.
pdf）”などに報告されています。
　その後も“21 世紀医学・医療者懇談会報告”（第
１次から第４次報告）（文部省、平成 8 年～平成 11
年 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/
koutou/009/）では、モデル・コア・カリキュラム
の作成や、一定の水準を設けた全国共通の評価シス
テムの必要性などが指摘され、これらを踏まえて、
大学間の共用試験システムの構築に関する議論が行
われ、臨床実習開始前に学生の能力を評価するため
に、共同で質の高い総合試験問題を作成して試験す
ることが検討されました（医学・歯学教育の在り方

に関する調査研究協力者会議最終報告、平成 13 年 3
月 27 日　https://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/04/
dl/s0420-9e-1.pdf）。このような医学生の能力を適切
に評価することは、社会に対して医学教育の質を示
し、医師育成に対する国民の理解を得るためにも必
要かつ有効と考えられます。
　このような議論が進む中、平成 14 年 4 月に共用
試験実施機構が設立され、ついで平成 17 年には社
団法人医療系大学間共用試験実施評価機構（以下、
機構）が設立認可され、第 1 回共用試験が実施され
ました。機構は平成 26 年に内閣府認定の公益社団
法人に移行し現在に至っており、故髙久史麿先生
が初代理事長をお務めになり、令和 2 年から私が
後任として理事長に就任しています。機構は、当
初、コンピューターを使って多肢選択問題を出題
し、解答させて知識を客観的に評価する Computer 
Based Testing（CBT）の導入、出題時の難易度調
整や試験実施後の問題の評価、試験の評価、合格
ラインの妥当性の検討に項目反応理論（IRT（Item 
Response Theory））を適用してきました。この
IRT の適用は機構の研究部が主体となって行い、テ
ストの専門家からも評価され、他の試験のモデルと

【図 2】医師養成課程の見直し

出典：厚生労働省資料
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出典：厚生労働省資料

【図 3】総合的な診療能力を持つ医師のシームレスな養成

出典：厚生労働省資料

【図 4】シームレスな医師養成に向けた共用試験の公的化といわゆる StudentDoctor の法的位置づけについて
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Ⅲ．共用試験の公的化（法制化）と
 　　それに伴う問題点

　共用試験の公的化に向けて問題点が抽出され、全
国医学長病院長会議、厚生労働省、文部科学省と機
構が意見交換し、予定通りに共用試験が実施でき
るように準備が進められてきました。その中でも、
OSCE を法の下で行う公的試験として実施するに
は、公平性、透明性、信頼性を確保した試験となる
ように、以下のようないくつかの問題点が指摘され、

なってきました。さらには、共用試験 CBT と医師
国家試験の棲み分けにより、第 112 回医師国家試験

（平成 30 年 2 月実施）から、一般問題の医学総論、
医学各論の出題数を 200 問から 100 問に減らし、総
数 500 問、3 日間の実施から総数 400 問、2 日間の
実施に変更されています。
　医師には知識と共に相応の技能と態度が求めら
れるので、医学生の能力を評価するために、知識
の評価に加えて実技試験も導入することになりま
した。ベッドサイドに行って実際に患者を診て学
ぶこと（bedside learning）は、臨床教育上、極め
て重要で、また、教育効果が高いことが広く認め
られています。しかし、患者のところに行って医
師の指導監督の下で実習を行う診療参加型臨床実
習を行うには、医学生が相応の知識と技能・態度
を修得していることが求められます。このため、
医学生の臨床能力を客観的に評価することが必要
になります。客観的臨床技能試験は、Objective 
Structured Clinical Examination （OSCE） と 呼 称
され、診療参加型臨床実習前に行う臨床技能試験
は、Pre-Clinical Clerkship Objective Structured 
Clinical Examination（Pre-CC OSCE）、臨床実習後
の臨床技能試験は Post-Clinical Clerkship Objective 
Structured Clinical Examination （Post-CC OSCE）
と呼ばれています。Post-CC OSCE は診療参加型臨
床実習の学修効果を評価し、卒後の臨床研修を行う
のに相応しい臨床能力を修得しているか否かを判断
して、卒前教育から卒後教育への橋渡しをする役割
があります。Post-CC OSCE の改善・充実は、CBT
の改善と共に、医師国家試験の在り方を検討する上
でも極めて重要です。
　患者を対象とした学生の医行為については、医師法
に抵触するという意見があり、指導者の下で、侵襲性
の低い一定の技能については実施可能であるという共
通認識の下で実習が行われてきました。しかし、医師
でない医学生が医行為を行うことは医師法に抵触する
ので “違法性の阻却”が、全国医学部長病院長会議な
どで問題になりました。医学生が行うことが可能な医
行為に関しては、“前川レポート”（厚生省臨床実習検
討委員会最終報告　平成3年5月　https://www.mext.
go.jp/a_menu/koutou/iryou/1329799.htm）、その後の

“門田レポート”（医学部の臨床実習において実施可能
な医行為の研究　平成30年 7月　https://www.mhlw.
go.jp/stf/newpage_00754.html）が発表され、これらを

参考にして、指導者の監督の下で診療参加型臨床実習
が行われてきたのであります。
　他方、医師育成には卒前・卒後教育の切れ目のな
い（シームレス）教育システムが必要性とされ、前
述のように、医師国家試験で試される知識レベルの
試験は短縮されましたが、更に、診療参加型臨床実
習後 OSCE（Post-CC OSCE）を導入することによっ
て、医学生の技能と態度を適切に評価し、卒後の臨
床研修に切れ目なく（シームレス）につなげること
ができるという考えによるものです。（図 3、図 4　
厚生労働省作成資料）
　このような経緯を踏まえて、共用試験を法の下で
行うこと（公的化）に関して、厚生労働省医道審議
会医師分科会報告書「シームレスな医師養成に向け
た共用試験の公的化といわゆる Student Doctor の
法的位置づけについて」（令和 2 年 5 月　https://
www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000200876_00003.
html）が発出され、全国医学部長病院長会議

（AJMC）、厚生労働省、文部科学省等と機構との間
で課題の抽出、検討が行われてきました。また、国
家試験ではないものの国の管理・監督が強まること
から、国が関与すべき事項を検討する機関として厚
生労働省の医道審議会の医師分科会に医学生共用試
験部会が設置されました。当初の機構の予定より開
始が遅れましたが令和 4 年 3 月 30 日、第一回の部
会が開催されました。第一回の部会で議論された事
柄について、令和 4 年 4 月 22 日に第二回の部会で
さらに検討されました。部会での検討事項になり、
委員の合意が得られたと思われる問題について以下
に整理してみました（今後、令和 4 年 5 月 25 日に
行われる、全国の医科大学・医学部を対象とした全
国説明会で、実施に向けた説明が行われることに
なっています）。
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医学生共用試験部会で議論され、意見は一定のとこ
ろに集約されつつあります。
1．共用試験を受験する学生の受験資格をどのよう
　に判定するのか
　大学の独自性を尊重する上でも、共用試験を受験
する前までの大学による学生の評価に委ねることが
適切であると考えられています。
2．OSCE の課題数は
　OSCE の実施課題数は、多ければ試験の精度が上
がり好ましいのですが、実務的な負担もあり簡単に
は決められません。アンケート調査の結果などを踏
まえると、当初は 8 課題から始め、最終的には 10
課題が必要との結論に達しました。理想的には諸外
国と同様 12 課題という意見がありますが、課題数
が多くなると、認定評価者、認定標準模擬患者、試
験当日の事務職への負担が大きくなるので、当面は
8 課題から始め、令和 7 年から 10 課題にするのが適
当だということに落ち着きつつあります。
3．統一した評価基準を設定するか
　公的な試験としては、統一した合格基準を設定し
て試験を行うことが望ましいということになってい
ます。統一合格基準は機構が中心となって設定し、
定期的に見直していくことが必要と考えられます。
4．追再試験の実施について
　追再試験は 1 回実施する方向で議論が進められて
います。また、再試験では、全課題を試験するので
はなく、試験の主旨と実務的負担を考えると、不合
格になった課題のみを再試験の対象とすることにな
る方向で検討されています。
5．認定評価者の育成
　全国的な公的試験を実施するためには、多くの認
定評価者が必要となります。これまでも機構は講習
会を開催して、認定評価者の育成に努めてきました。
今後も育成に努めていきますが、各地域で認定評価
者を育成することも重要です。その地域の臨床研修
病院や基幹病院の診療部長などにも認定評価者に
なって頂くことは、人材確保および地域で医師を育
てるという観点からも重要ですし、医学教育に対す
る理解を深めていただくことにもつながります。認
定評価者の育成を補助する方法として、一部の講習
に、e-learning を採り入れることが考えられていま
す。
6．認定標準模擬患者の育成
　公的な試験になると、講習を受けて認定された模

擬患者が多数必要となります。これまで、機構は認
定標準模擬患者養成担当者の育成を担ってきました
が、新たな模擬患者養成制度を構築し、一層育成に
注力します。また、模擬患者養成団体がありますの
で、そのような団体の質を検証し認定した上で、認
定標準模擬患者養成に協力を求めていきます。
7．不正行為への対応
　公的試験になれば、不正行為には厳正に対処しな
くてはなりません。厳正な対処は、国民に対する責
任としても求められるものです。不正の内容はいろ
いろありますから、今後、不正事案を整理して、そ
れぞれに対応した罰則規定を決めることが必要にな
るものと思います。
　また、実施主体と Student Doctor 証の発行につ
いても課題があると考えています。共用試験はこれ
まで、機構が試験を実施し、成績を提供してきま
した。その成績を大学の進級を決めるときの参考
にしてきた大学もあります。今後、共用試験が法
制化された後、試験を実施し成績を出して、現在の
Student Doctor 証を発行するのは機構なのか、ある
いはそれ以外の組織・機関なのか不透明でしたが、
機構がこれまで実績を積んできましたので、今後
も、試験の実施は、厚生労働省から委託された機構
が試験を行い、機構が実施する試験を厚生労働省が
認めるという形が提案され、そのようになるものと
思われます。これまで、全国医学部長病院長会議が
Student Doctor 証を発行していましたが、今後の在
り方については、受験資格の確認および成績管理を
行う機構が発行することを念頭に準備中です。また、
Student Doctor という名称が適切かについても議論
されており、臨床実習医という呼称も検討していま
す。
　これらの点について、全国医学部長病院長会議、
厚生労働省、文部科学省、三者懇談会などで複数回
議論を重ねてきました。また、国立大学医学部長会
議でも説明の機会があり、説明させて頂きました。
機構は試験を実施する組織としての立場で、関係者
の意見を聴くとともに会員である各大学の意見を聴
きながら関与してきたことをご理解下さい。また、
機構の理事には全国医学部長病院長会議の会長、日
本医師会・歯科医師会の代表、厚生労働省医道審議
会の委員、患者団体の代表も出席していますし、文
部科学省は理事会にオブザーバーとして陪席してい
ます。最近は、厚生労働省の方も陪席するようにな
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　以上のように、共用試験が法の下で行われること
が決まり、この共用試験に合格しないと診療参加型
臨床実習を行うことができなくなり、医師国家試験
の受験資格を得ることができなくなりました。卒前・
卒後教育が切れ目なく行われることを目指して改善
に向けて検討されてきたことが実現することになり
ましたが、解決すべき問題は山積しており、今後、
一つ一つの問題の解決に向けて取り組み、本邦にお
ける医師・歯科医師の育成が、国民の理解を得て行
われ、常に改善され、より良い試験システムとなる
ことを願っています。
　ここでは医学生を対象とした共用試験の公的化と
診療参加型臨床実習における医業の法制化について
述べましたが、歯科医師についても同様な仕組みで
試験が実施され、正式実施は医学生よりも 1 年遅れ
て行われることになっています。
　最後に、私見ですが、学生は評価によって行動変
容します。卒前に法の下で行われる共用試験が新た
な切れ目を創らないか心配しています。その意味か
らも、この試験の意図するところをよく説明しまた、
試験が過度に難しくならないように配慮することが
肝要と考えています。

謝辞：本稿を執筆するにあたり、医療系大学間共用
試験実施評価機構の石田達樹事業部長に補足して頂
いたことを付記します。

Ⅴ．終わりに

1．各大学の教育環境の整備
　CBT は各大学が環境整備して対応し試験が実施
されていますが、OSCE に対しては、教育・学習環
境が不十分だという声があります。今後、録画装置
等の施設整備を支援することも必要かもしれませ
ん。また、診療参加型臨床実習の充実に向けて、病
棟等で不足する電子カルテ端末の整備や地域医療実
習推進のための経費なども必要になってくると考え
られます。これらは財政支援が必要であり、予算獲
得に向けた準備が必要です。問題点を抽出して、文
部科学省、厚生労働省に予算要求する必要があり、
機構はその動きを支援していきます。
2．シミュレーターなどの不足により教育が十分行
　えない
　シミュレーターは各大学に具備されていますが、
数が不足していたり、修理費が不足していて、修理
できないシミュレーターがあるという声を聞きま
す。機構ではこの問題を解決するために、文部科学
省から予算要求して頂き、機構が支援して 39 億円
の令和 3 年度補正予算を認めていただきました。文
部科学省から全国公募があり申請できることになっ
ていましたが、公募に応じた大学の約半分が認めら
れなかったとのことで令和 4 年度も引き続き財政措
置をしていただけるよう働きかけます。このように
機構としても努力していることをご理解頂きたいと
思います。
3．認定評価者、認定標準模擬患者が不足している
　認定評価者、認定標準模擬患者は機構が養成して
おり、前述のように数を増やす努力をしています。
また、認定標準模擬患者は、模擬患者養成団体を認
定した上で、模擬患者の育成に努めてもらっていま
す。
4．教職員の不足
　この問題は、共用試験だけの問題ではないと思い
ます。教員・職員の増員を文部科学省などに働きか
けることが必要となりますが、国公私立大学で事情
が異なりますので、各大学などから働きかけること
が必要と思います。

Ⅳ．今後の課題

5．OSCE センターの設置について
　OSCE の実施に関しては、施設、シミュレーター、
管理者などが必要となるので、OSCE センターを設
立してはどうかという意見があります。OSCE セン
ターは試験だけでなく、普段は、トレーニング場と
しても利用可能で、看護師の復職支援、カリキュラ
ム開発なども行えるように試験以外の機能も付加し
たものとして、全国に複数か所設置して、そこで試
験や他の事業を実施するというものです。大学の負
担は軽減されますが、センター設置の予算と、運営
費が必要になります。国がそのような経費について
予算措置をしてくれるのか、現状では不透明ですが、
機構では必要な機能や規模等に専門ＷＧを設けて検
討しており、機が熟したときに要求することを考え
ています。

り、意思疎通を図る仕組みは構築されていると思い
ます。
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　私立医科大学病院の医療安全管理における日本私立医科大学協会の役割 
 日本私立医科大学協会医療安全連絡会議委員長、
 埼玉医科大学総合医療センター医療安全管理学教授  中島　　勧 氏

　久留米大学病院における医療安全管理の取り組み
 久留米大学特命教授、久留米大学病院医療安全管理部 田中　芳明 氏

　大学病院における医療安全管理の取り組み
 順天堂大学医学部附属順天堂医院
 医療安全機能管理室副室長     山本　宗孝 氏
 医療安全機能管理室室長      川崎志保理 氏
 医療安全推進部部長      小林　弘幸 氏 

特　集
大学病院における医療安全管理の取組み大学病院における医療安全管理の取組み

　私立医科大学病院の医療安全管理における
　日本私立医科大学協会の役割
   日本私立医科大学協会医療安全連絡会議委員長

   埼玉医科大学総合医療センター医療安全管理学教授

        　　中島　勧 氏

はじめに

　医療安全管理はすべての病院において最優先の事
項であることから、各大学病院では最優先の課題と
して医療安全管理に取り組んできた。しかし医療安
全管理に必要な情報は、自施設の経験や学習から得
られるものだけでは十分ではなく、社会全体で得ら
れた知見を取り込み、自施設のものにしていく過程
が必要である。とは言え、大学病院に限らず、大抵
の医療機関におけるエフォートは現在目の前にいる

患者に対する治療に向けられており、様々な媒体か
ら知りうる医療安全管理に資する情報を欠かさず取
り入れることは困難である。
　日本私立医科大学協会（以下、医大協）は、会員
相互の提携と協力によって、私立医科大学の振興を
図ることを目的としており、加盟大学附属の大学病
院（特定機能病院である大学病院本院 29 施設、施
設ごとに様々な役割や機能を持つ分院 56 施設）に
対して、本院・分院の区別なく医療安全の情報や経
験を伝える役割を果たしてきた。会員施設間の情報
共有手段の一つとして、平成 18 年度から、私立医
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大学病院の医療安全管理の沿革

　わが国の医療政策としての医療安全のルールは、
平成 11 年初頭に起きた社会を揺るがすような 2 件
の医療事故を契機に強い注目を集め、以後定期的に
改訂されるようになった。同年 1 月に首都圏の大学
病院で、心臓の手術を受ける患者と肺の手術を受け
る患者が取り違えて手術され、2 月に都内の基幹病
院で、ヘパリン入り生理的食塩水と間違えて消毒液
を静脈内に注入された患者が亡くなった。これらの
事例に共通するのは，表面的には現場スタッフの単
純ミスのように見えるが、実は医療における日常業
務での安全管理について、個々の医療関係者の認識
の問題以外に，組織としての認識・対応が欠落して
いたこととされ、その是正を目指して国家規模での
医療安全対策が始まった。
　厚生労働省では、平成 13 年 4 月に医政局に医療
安全推進室が設置され、同年 5 月に、医療安全対策
の目指すべき方向性を示すため、「医療安全対策検
討会議」が設置された。同会議では、医療事故を未
然に防止するためにはどのような対策を講じるべき
かという観点で検討が行われ、平成 14 年 4 月 17 日
に「医療安全推進総合対策 ～医療事故を未然に防止
するために～」が公表された。医大協加盟大学附属
病院からは堺秀人東海大学医学部付属病院副病院長

（肩書は当時、以下同様）が委員として参加していた。
　医大協では、それに先立つ平成 14 年 3 月 14 日に
開催された第 167 回理事会において、平成 14 年度事
業計画の新規事業として、病院部会の中に新たに医

科大学附属病院間で、相互に訪問し合って安全管理
体制の整備状況を確認する「相互ラウンド」を開始
し、年を追うごとに必要な改善を加えながら継続さ
れてきた。それとは無関係に、平成 30 年施行の医
療法施行規則改正の際に、特定機能病院の承認要件
として多数の規定が導入され、特定機能病院である
大学病院本院に従来と異なる規定が適用されること
になり、結果的に分院と異なる基準による安全管理
が必要になった。
　本稿は大学病院の医療安全管理の歩みの中で、医
大協が果たしてきた役割を振り返り、今後の医療安
全の発展に役立てることを目指している。医療安全
管理に参画する職員の皆様には、ぜひ目を通してい
ただきたい。

師・看護部・薬剤部・事務部門の代表者で構成する「医
療安全対策委員会」を発足させることが承認された。
初代委員長は東京医科大学病院の小栁泰久病院長が
務めた。同年8月6日に開催された第1回委員会では、
上記の「医療安全推進総合対策」報告書の内容が紹
介され、医療事故への対応として、誤りに対する個
人の責任追及よりも、原因究明と防止対策が極めて
重要であること、そのために管理者は強い指導力を
もって安全管理の理念や指針を定め、安全管理委員
会や安全管理部門を設置する必要があることなどが
紹介された。
　医療安全対策委員会が設置されて以来、各大学病
院において医療安全対策の積極的な取り組みが行わ
れるようになった。平成 18 年に大学病院本院に対し
て行われた医療安全体制の現状に関するアンケート
調査では、29 大学全てにおいて看護師が専任の医療
安全管理者となっており、2 名以上専任者がいる場
合に、医師・薬剤師・臨床検査技師・事務職員が加わっ
ていた。医療安全管理部門の長は 29 大学全てで医
師が務めており、うち 16 大学において副院長であっ
たが、専任は1大学のみで、28大学では兼任であった。
　平成 18 年 7 月開催の第 5 回委員会で、国立大学附
属病院で平成 12 年から実施されている「医療事故
防止のための相互チェック」が紹介された。それを
参考に医大協加盟大学附属病院間で、相互に職員が
訪問し合って医療安全上の確認を行う相互チェック
について提案され、理事会で承認された。相互チェッ
クの前に各施設で作成される自己評価票は、日本医
療機能評価機構「病院機能評価 機能種別版評価項
目」、厚生労働省「特定機能病院の立入検査　現場
検査チェックリスト」、東京都福祉保健局「病院自
主管理チェックリスト」等を参考に作成された。
　平成 18 年 11 月に特定機能病院である私立医科大
学病院本院間で、第 1 回相互チェックが行われた。
その結果は、平成 19 年 1 月開催の「私立医科大学附
属病院による相互チェックについての報告会」で報
告され、大部分の施設で当時の基準で良好な医療安
全管理体制が整備されていた。実施後のアンケート
では、9 割を超える施設で相互チェックの必要性が
賛同されたことから、2 回目以降も相互チェックが
継続して行われることになった。なお第 2 回目から、
名称が相互ラウンドに変更され、現在に至っている。
　平成 19 年 7 月開催の第 7 回委員会で、次年度実
施の第 2 回相互ラウンドの実施要領が決定され、実
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施時期、訪問時間、訪問人数及び受入対応人数、調
査方法が示された。実施時期は厚生労働省の医療安
全推進週間の前後 2 週間のうちの 1 日（3 時間）とし、
訪問する側はメイン校とサブ校の 2 校で 1 施設を訪
問することとされた。訪問人数は 2 校合わせて 6 人
が標準とされ、各校の人数は協議で決めることとさ
れた。受け入れる側は、医療安全推進室室長、医療
安全担当者を含む 3 名以上 6 名以内とし、副院長又
は準ずる医師・看護師・担当事務職員などが対応す
ることとされた。自己評価票は毎年必要な改訂を行
うこととなった。第 2 回相互ラウンドでは分院につ
いても一部地域で施設を抽出して試行的に実施する
ことが決められたが、第 3 回以降については、協会
加盟のすべての私立医科大学附属病院分院に対し、
相互ラウンド参加の募集を行うこととなった。また
新規項目として「感染防止対策」について項目を設
けられた。
　平成 21 年度までに実施された 4 回の相互ラウン
ドでは、全国を 6 ブロックに分けて実施されていた
が、施設数の少ない地域ブロックにおいて、訪問校
2 校と被訪問校 1 校が、例年同じ組み合わせになる
など、組み合わせの限界が指摘されるようになった。
そこで平成 22 年度より、全国を東西 2 ブロックに
分けることで各ブロックに含まれる施設数を増やす
と共に、訪問校が 2 校から 1 校に変更された。そう
することで毎回同じ施設同士の訪問となるのを避け
られるようになった。平成 22 年度のラウンド日程・
時間は、10 月から翌年 3 月までの期間のうち 1 日と
し、時間は 13:00 ～ 16:00 までの 3 時間を目安とする
こととなった。
　平成 23 年度より、感染予防と感染対策の向上を
図るため、医療安全対策委員会の下部組織に私立医
科大学病院感染対策協議会が設置された。そして医
療安全と同様に感染対策においても、施設間で創意
工夫を学び合い、相互に発展と改善につなげること
が必要であることから、医療安全相互ラウンドと連
携して相互ラウンドを実施することとなった。
　なお平成 24 年度診療報酬改定で新設された感染
防止対策加算 1・2、地域連携加算は、本院と分院の
区別なく届出が行われたことから、原則として、分
院を含むすべての協会加盟大学附属病院が相互ラウ
ンドを実施することになった。医療安全部門と感染
対策（制御）部門の相互ラウンドは、同一日の実
施が原則とされ、訪問時間と相互ラウンドの所要

時間は病院間で決定された。なお感染と医療安全
ではチェック項目数が異なるため、例えば平成 25・
26 年度は訪問時間の目安として医療安全は 13:00 ～
17:00、感染は 10:00 ～ 17:00 とされていた。

特定機能病院で相次いだ医療事故を受けて

　平成 26 年に 3 つの特定機能病院で、提供された
医療に関連して生じた死亡事故が相次いで報告され
た。北関東の大学病院では、平成 22 年から平成 26
年の間に、腹腔鏡による肝臓切除手術を受けた患者
8 人が相次いで死亡したことが報道された。都内の
大学病院では頸部リンパ管腫の摘出手術を受けた男
児が、3 日後に急性循環不全で死亡し、術後投与さ
れたプロポフォールが原因だった可能性があるとさ
れた。また都内の大学病院以外の特定機能病院では
研修中の外科系医師が、脊髄造影には禁忌薬である
ウログラフィンを誤投与し、高齢女性が亡くなった。
　特定機能病院から相次いで報告された重大死亡事
故の反省から、特定機能病院における医療安全管理
対策の強化を目的に、多くの医療安全のルールが追
加された。具体的には、平成 28 年 6 月に厚生労働
省令第 110 号にもとづき医療法施行規則の改正が行
われ、特定機能病院の承認要件が見直された。その
中で、安全管理の現場による確認方法として、医療
法施行規則第 9 条の 23 第 1 項第 11 号によりピアレ
ビューの規定が新設された。これは特定機能病院の
管理者の義務として、他の特定機能病院と連携し、
年に 1 回以上、職員を相互に訪問させ、必要に応じ、
医療に係る安全管理の改善のための技術的助言を行
わせるというものであり、平成 29 年度から毎年実
施することが定められた。これにより、医大協の相
互ラウンドのうち、本院間の相互訪問だけが義務付
けられることとなった。
　国立大学附属病院では相互チェック、私立医科大
学病院では相互ラウンドと呼んでいた従来の相互訪
問によるチェックでは、私立・国立の各グループ内
でその時点で必要と考える独自の項目の確認が行わ
れていた。これに対して特定機能病院間で実施する
ことが義務付けられたピアレビューでは、以下の技
術的助言を行うことが定められた。

（ア） インシデントやアクシデントの報告等の状況
（報告、分析、改善策の立案及び実施等）

（イ） 医療安全管理委員会の業務の状況
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（ウ） 医薬品等の安全使用体制の状況（医薬品安全
管理責任者の業務等）

（エ） 高難度新規医療技術又は未承認新規医薬品等
を用いた医療の提供の適否等を決定する部門
の運用状況

（オ） 監査委員会の業務の結果及び監査委員会から
の指摘への対応状況

　（「医療法の一部を改正する法律の一部の施行につ
いて」平成 5 年 2 月 15 日健政発第 98 号厚生省健康
政策局長通知）
　なおピアレビューは、従来から独自に実施されて
きた相互ラウンドと別に実施することも可能であっ
たが、訪問回数の増加は大きな負担となることから、
医大協では相互ラウンドとピアレビューを同日に実
施することとした。
　国立及び私立の大学病院本院では、従来から相互
訪問を実施してきたことから、公立大学病院本院お
よびナショナルセンター等も、私立および国立のグ
ループに所属して相互訪問を行うことになった。義
務化後初回となる平成 29 年度の相互ラウンドは、
私立医科大学病院本院 29 施設に公立大学病院４施
設とナショナルセンター等 5 施設が加わり、計 38
施設で実施された。初回は、内容や形式のみならず
相互ラウンド参加校も暫定的なもので、制度変更に
伴う本格的な内容の更新は平成 30 年度に入ってか
ら行われた。

現在の医療安全の仕組みへ

　相互ラウンドが現在の形になったのは平成 30 年
度からである。平成 29 年度の暫定的な実施を経て、
医大協では相互ラウンドのみならず医療安全体制の
充実を図るために、医療安全対策委員会の小山信彌
委員長（東邦大学医学部特任教授）を中心に、新た
な体制作りの検討が始まった。平成 30 年 6 月より、
医大協加盟大学の附属病院を会員とする体制の設立
に向けた実務者間での話し合いが始まり、平成 30
年 9 月開催の第 19 回医療安全対策委員会で、医療
安全連絡会議の設立が正式に決定された。医療安全
連絡会議運営委員会（以下、運営委員会）も設置され、
委員は医療安全を担当する実務者である医師、看護
師、薬剤師、事務の各職種から選出された。委員の
中から東邦大学医療センター大森病院の渡邊正志教
授が委員長に選出された。体制の設立と並行して平

成 30 年度の相互ラウンドで用いる「医療安全相互
ラウンド自己評価票」が作成されたが、これは従来
の自己評価表に特定機能病院に必須の項目を加えて
暫定的に作成されたものであった。
　なお平成30年度から医大協が実施する相互ラウン
ドには、私立医科大学附属病院本院29施設に加えて、
ナショナルセンター等 7 施設が含まれることになっ
た。
　平成31年 3月 23日に第1回医療安全連絡会議が、
アルカディア市ヶ谷（私学会館）で開催された。総
合司会は委員長の渡邊教授が務めた。プログラムは、
文部科学省高等教育局医学教育課及び厚生労働省医
療安全推進室所属の専門官からの講演で開始され
た。次いで平成 30 年度医療安全相互ラウンド実施
報告として、①訪問時に優れた取組・参考となった
事例、②受入時の技術的助言とその対応、③相互ラ
ウンドの今後の在り方について、4 施設から報告さ
れた。また同会議の今後の運営や、次年度のラウン
ドに向けての意見交換が行われた。
　平成 31 年度（令和元年度）に入り、前年度に暫
定的に作成された自己評価票について、運営委員で
分担して検討することとなった。運営委員会は前記
のように医療安全を直接担当する多職種の委員から
構成されているため、運営委員の専門領域を優先し
て担当領域が決定された。各運営委員は自ら担当す
る領域について、特定機能病院の立入検査に先立っ
て作成を命じられる「安全管理体制の確保状況調書」
を参考に改訂を行った。改訂された自己評価票を用
いた令和元年度相互ラウンドは、予定通り令和元年
9 月から令和 2 年 1 月までの 1 日で行われた。第 2
回医療安全連絡会議の開催に備えた第 5 回運営委員
会は、令和元年 12 月にアルカディア市ヶ谷で開催
されたが、その時点では相互ラウンドの報告書は集
まっておらず、自己評価票及び実施報告書の分析結
果は、令和 2 年 3 月 14 日に東京ガーデンパレスで
開催が予定されていた第 2 回医療安全連絡会議で公
表予定となった。

新型コロナウイルス感染症による足止めの影響

　令和元年 12 月に中華人民共和国で原因不明肺炎
として確認された新型コロナウイルス感染症は、令
和 2 年 1 月 16 日に国内第 1 例目の患者が発見され、
同月 30 日、世界保健機関（WHO）により「国際的
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相互ラウンドの新たな展開

　令和3年度より、医療安全連絡会議委員長に筆者が
就任し、伝統ある医大協の医療安全管理に携わらせて
いただくことになった。当面の目標として、相互ラウ
ンドにより医大協へ報告されるデータを、適切に集計
して会員施設へフィードバックし、今後の医療安全管
理に役立てていただくこと、さらに国公立大学の安全
管理体制を学ぶ機会を作り、すべての特定機能病院が
必要な情報を共有し合うことを掲げた。

　まず令和 2 年に聖路加国際病院が特定機能病院に
認定され、令和 3 年度から医大協の相互ラウンドに
加わることになった。結果として私立医科大学病院
本院 29 施設を加えた 37 施設での相互ラウンド体制
となっている。
　令和元年度に項目が改訂された自己評価票の報告
結果が、第 3 回医療安全連絡会議を契機に詳細に
分析されたことで、自己評価票の課題が明らかに
なった。平成 18 年度に相互ラウンドを開始して以
来、自己評価票は必要に応じて修正が行われてきた
が、「私立医科大学病院として何をすべきか」とい
う観点での検討はなされてこなかった。そこで令和
3 年度は、私立医科大学病院として達成すべき評価
項目を意識して、運営委員会で自己評価票を改訂す
ることになった。具体的には、私立医科大学病院が
法令や診療報酬制度とは別に独自に行ってきた安全
管理上の取り組みを評価し、相互ラウンド参加施設
で共有することを目指した。得られたデータは分析
を行った後に、すべての私立医科大学病院へフィー
ドバックすることとした。またこれまで収集だけ
を行ってきた分院のデータについても分析を行い、
フィードバックすることとした。
　また医療安全活動は私立や国公立と言った運営体
制によらず、良い点を学び合うことが必要である。
そこで国立大学附属病院医療安全管理協議会と医大
協医療安全連絡会議へ相互にオブザーバー参加し合
うことで、情報共有を図ることを目指した。令和 3
年 11 月 19 日開催の「第 35 回国立大学附属病院医
療安全管理協議会総会」へ、医大協より運営委員を
中心とした7名が、逆に令和4年 3月 14日開催の「第
4回医療安全連絡会議」へ10国公立大学から23名が、
相互にオブザーバー参加した。この取り組みは今後
も続けて行く予定である。

おわりに

　以上のように、私立医科大学病院では、大学病院
が通常必要とされる安全管理に加えて、独自色のあ
る医療安全管理が行われ、それを医大協が総括して
情報共有を図るという体制がとられてきた。今後も
医大協の相互ラウンドや、国公立大学病院との報告
会の相互オブザーバー参加を通じて、全ての病院が
互いにより優れた安全管理を学び合い、医療安全管
理が日々前進することを願っている。

に懸念される公衆衛生上の緊急事態（PHEIC）」を
宣言された。2 月に入り多数の患者が国内で発生し
たことなどから、医大協では各病院への影響や対応
を考慮して、2 月 20 日付で第 2 回医療安全連絡会議
の中止が公表された。連絡会議と同日に開催が予定
されていた第 6 回運営委員会も延期となり、令和元
年度の相互ラウンドで集められた各施設の自己評価
票及び実施報告書のデータは、概要が厚生労働省へ
報告されるにとどまった。
　令和 2 年度に入って新型コロナウイルス感染症は
ますます猛威を振るった。私立医科大学病院は、本
院分院共に地域の基幹病院として重症患者への最後
の砦となっている場合も多く、新型コロナウイルス
感染症により逼迫した重症患者の受入に忙殺されて
いた。例年実施されてきた「医療法第 25 条第 3 項
に基づく特定機能病院への立入検査」さえ 87 病院
のうち 8 病院に対しての実施にとどまり、他の病院
に対しては、書面などによる確認となった。医大協
で前年度の相互ラウンド結果の分析や自己評価票の
改訂が行われる機会はなく、私立医科大学病院の相
互ラウンドは前年の自己評価票を用いて、書面（自
己評価票）又はオンラインによる実施となった。
　令和 2 年度の医大協の相互ラウンドの結果報告を
行う第 3 回医療安全連絡会議は、当初から Web 会
議としての実施が予定された。それに先立って 1 年
3 か月ぶりとなる令和 3 年 2 月 12 日に第 7 回運営委
員会が開催され、報告会の実施形式について検討さ
れた。その結果、運営委員が担当する領域の自己評
価結果を分析し、医療安全連絡会議で報告すること
になった。結果として運営委員により自己評価票の
全てのデータが分析され、私立医科大学病院本院の
医療安全に関する現状が全ての大学病院本院間で共
有される最初の機会となった。
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はじめに

　診療技術や医療機器、医薬品が日々高度に進化す
る医療環境において、我々医療従事者は安全で良質
なチーム医療を実践する責務がある。しかしながら、
医療システムは多職種による協働で成り立つため、
数多くの連携作業で発生し得るヒューマンエラーの
すべてを回避することはできない。エラー誘発要因
は種類、数ともに多く、エラーを未然に防ぐ予防策
の策定のみならず、エラー発生後の被害の拡大防止
にも努めなければならない1]。
　著者は全科型の Nutrition support team でチーム
医療を実践する中、不十分なインフォームド・コン
セント（IC；informed consent）により信頼関係の
破綻が危惧される事例や診療録記載の不十分な症例

など様々な経験から、リスクマネジメントの観点で
2010 年より医療安全管理に関わるようになった。当
時の当院の医療安全管理は、医師、看護師それぞれ
1 名の最低限の体制で稼働しており、著者はまず兼
務の立場で参画し、学内のインシデント報告等の情
報収集や再発防止策の立案方法などを学び、また全
職員の医療安全に対する意識向上の目的で学外講師
を積極的に招聘した。自身も各種医療安全講習、医
療安全管理者・推進者養成課程をそれぞれ修了して、
医療安全管理に関する見識を深めた。
　2012 年に医師 2 名、看護師 2 名、事務職 3 名の 7
名体制で初代の医療安全管理部専任部長に就任し、
現在は専従 7 名（医師 1 名、看護師 3 名、薬剤師１名、
事務職 2 名）、専任 1 名、兼任 6 名の 14 名体制で活
動している。
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　病院における医療安全は、医療安全体制の整備と
ガバナンス（内部統制）の確保が重要で、これらは
健康保険法の療養担当規則に則った適時調査と、医
療法施行規則による立ち入り検査で整備状況が評
価、指導される。承認要件の見直しでは、1. ガバナ
ンスの確保・医療安全管理体制について、2. IC 及
び診療録等、3. 高難度新規医療技術の導入プロセス、
4. 職員研修の必須項目の追加と効果測定の実施の 4
項目についてとりまとめられた。ガバナンスの確
保・医療安全管理体制は内部統制と外部監査に言及
され、内部統制では、医療安全管理責任者の配置や
医師、薬剤師及び看護師の医療安全管理部門への専
従など７項目が定められ、中でも医療安全管理部門
の体制強化としての医療安全に資する診療内容のモ
ニタリングの実施が求められている。現在、当院で
は①高難度新規医療技術全実施例の説明書、同意書
の取得状況および診療記録内容、IC 同席率、②重
要な説明の場での IC 同席率・患者反応記録率、③
画像診断および病理診断報告書の目的外診断発生時
の対応状況、④ IC 記録全般に関する監査、⑤転倒・
転落発生率、⑥検査結果報告書見落とし防止策（患
者への説明と記録）の実施状況、⑦静脈麻酔下で行
う処置・検査時のモニタリング実施状況、⑧全入院
患者に対する深部静脈血栓塞栓症予防策実施状況

（リスク評価、予防計画立案および説明状況、予防
策実施状況など）、⑨院内急変事例、⑩全死亡症例
の診療録確認（入院時、侵襲的処置・検査時、退院
時の IC 記録）の 10 項目について診療内容のモニタ
リングを実施し、モニタリング結果は定期的に医療
安全管理対策委員会、診療部長会、看護師長会、医
局長会などを通じて全職員に周知している。これら
の中で①～④の４項目について概説する。

（高難度新規医療技術全実施例の説明書、同意書の
取得状況および診療記録内容、IC同席率）
　当院では、重要な説明の場への医療チームメン
バー立ち合いに関する病院の方針を医療安全管理マ
ニュアルに定め、院内統一を図っている（図 1）。患
者・家族・医療チームで情報を共有し、継続的に合

診療内容のモニタリング

応した当院の取り組み、殊に診療内容のモニタリン
グ状況について概説する。医療安全管理部の業務

　医療安全管理部のスタッフは、診療環境を注視し
ながら安全で良質な医療システムの確立と職員の養
成を主導し、医療安全活動を実践していくことが重
要な職務となる。安全管理体制の確保に向けて、年
度当初に安全管理業務を企画立案し、年間を通して
その評価を行う。また医療安全管理部カンファラン
スを毎週実施し、また多職種協働のインシデント小
委員会、医療安全推進委員会、救急蘇生小委員会、
医療安全管理対策委員会などを月１回定期的に開催
して、医療安全のツールとして最も重要なインシデ
ント報告を分析し、再発防止策や改善策を策定する。
再発防止策は各部門・部署と連携し、特にヒューマ
ンエラーに焦点をあて、様々に複雑な状況へ柔軟に
対応して調整を行い、現場が抱える問題に対し職種
横断的に策定する。策定後は前述の各種委員会で情
報を共有するが、これらが現場で周知徹底され安全
活動を推進することが再発防止に重要となる2]。セー
フティコントロールチーム委員会は、多職種メン
バーで各部署を巡回して安全対策の実施状況を把
握、分析し、業務改善等の具体策を計画、推進する。
2010 年からの 2022 年 1 月までの約 12 年間に実施し
た業務改善項目は 376 項目にも及ぶ。一方、教育面
では、安全で質の高い医療を提供できる医師・医療
スタッフの養成を目的に、卒前教育としては医学部
医学科、大学院医学研究科、医学部看護学科、臨床
検査専門学校、職員採用時オリエンテーションなど
で医療安全管理学教育を実践し、加えて卒後教育と
して定期的に職員研修を企画・実施し、医療者同士
や患者とのコミュニケーションエラーの防止を図
り、ノンテクニカルスキルの高い医療者の育成を目
指している。
　2010 年以降の数年間で、特定機能病院において相
次いで重大な医療事故が発生したことを受け、2015
年、厚生労働省は「チーム医療やガバナンスなどの
医療安全管理体制に重大な不備が存在する」として、
大学病院等の医療安全確保に関するタスクフォース
を立ち上げ、特定機能病院を対象とした集中立ち入
り検査を実施し、後に医療事故調査制度が施行され
た。翌年、特定機能病院の承認要件の見直しについ
て改正省令が施行され、医療法施行規則が一部改正
された。
　以下に、承認要件の見直しに関する改正省令に対
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関係する職種が重要な説明の場に立ち合い、患者・家族・医療チームで情報を共有し、継続的に
合意に向けての役割分担および説明における同一性を確保すること

やむを得ず立ち合いができなかった場合は特に、説明後に患者・家族の精神的ケアを実施する。
医療チームで情報を共有し、患者・家族の精神的支援に努めるために、説明内容、立ち会い時や立ち会い
できなかった場合の説明後の患者・家族の反応を診療記録に記載する。

「重要な説明の場に医療チームメンバーの立ち合いを要するケース」
1）医療安全に関すること
　①　患者影響度レベル3b以上の医療事故
　②　療養上の世話に関するものなど、患者影響度レベル3a以下でも患者への影響が大きいと
　　　判断した場合

2）クレーム、暴言・暴力行為、無断離院など

3）入院診療計画書の治療方針を変更する時
　①　治療の中断もしくは中止、終末期の治療等の意思決定時
　②　療養の場所を決める時（治療を受ける医療機関、転院先、緩和ケア、在宅療養の選択等）

4）高難度新規医療技術に該当する治療を行う時

5）告知（特に予後不良の病名の場合）を行う時や急変または症状悪化時

6）外来を通らない緊急入院の重症患者

7）一人で説明を受ける患者
　（患者側、医療者側ともに一人の場合であって、理解力等に問題があると考えられる場合）

意に向けての役割分担
および説明における同
一性を確保し、患者・
家族の精神的支援に努
めるために他の医療メ
ンバーの立ち合いを必
須とした。具体的に
は、患者影響度レベル
3b 以上の医療事故や
高難度新規医療技術に
該当する治療を行う際
など、図 1 に示す 7 項
目で他職種（主に看護
師）の立ち合いを明記
している。やむを得ず
立ち合いができなかっ
た場合も、説明後に患
者・家族の精神的ケア
を実施し、患者の反応
や理解度を診療諸記録
に記載する。　
　高難度新規医療技術全実施例の説明書、同意書の
取得状況および診療記録内容、IC 同席率について
2019 年 5 月から 2021 年 7 月までモニタリングした
結果、説明書、同意書の取得は 100％で診療記録内
容に不備はなく、IC 同席率はコロナ禍においても
ほぼ 100％で推移した。その後、第 6 波で電話での
IC が主となり同席が困難な場合も、医師の電話 IC
後に看護師による再度の電話での IC 後の聞き取り
が実施された事例もあり、精神的ケアにおける立ち
合いの重要性の認識が向上してきている。

（重要な説明の場での IC同席率・患者反応記録率）
　高難度新規医療技術を除く重要な説明の場での
IC 同席率・患者反応記録率は図 2 に示すように、
IC 同席率は概ね 90％前後で推移し、IC 後の看護師
による患者反応の記録率も、電話での IC の時期で
85％以上、それ以外はほぼ 95％を超え、年度別に
みても向上してきている。医療安全管理部では、IC
記録、反応記録等の不備な症例がある際は当該部署
に連絡し、改善を促している。

（画像診断および病理診断報告書の目的外診断発生
時の対応状況）
　全国で検査結果報告書の見落としに起因する死亡

図 1：重要な説明の場への医療チームメンバー立ち合いに関する病院の方針

事例が後を絶たないことから、2017 年 11 月、2012
年に医政局から発出されていた「画像診断報告書の
確認不足」に関する医療安全情報の再確認の周知徹
底が通知された。さらに 2018 年にも、文部科学省
からも同年に出された医療安全情報第 2 報の再確認
と、報告書の未読に気付ける仕組み等を早急に構築
するよう通達された。目的外診断が発生した場合、
単に、画像診断や病理診断を依頼した医師が報告書
に目を通したか把握する既読・未読管理システムを
導入しても、依頼医が報告書の内容を正しく理解し
たかどうかは明確でない。さらに、目的外診断に対
する検査計画や治療方針などの患者説明を含めて確
認するシステムでなければ、治療の遅れなど、重大
なインシデントに繋がる可能性がある3,4,5]。
　当院では 2018 年 7 月から検査部門と医療安全管
理部が協力し、「検査結果報告書確認依頼書」を用
いた運用により確実な情報の共有が可能となる「検
査結果報告書未読および説明漏れ対応策」を導入し、
この対応策のモニタリングを開始した。画像検査な
どで目的臓器以外に病変が見つかり目的外診断がな
された際は、検査依頼医の見落としを防ぐため画像
診断センターから依頼医に必ず確認の電話をする。
連絡がつかない場合も数度は電話されるが、時間経
過とともに連絡が失念され見落としに繋がる場合も
あり得る。そこで今回の対策では、電話連絡がつか
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2020年
4月

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2021年
1月

2月 3月 4月 5月 6月 7月

同席数 未同席数

重要な説明の場におけるIC看護師同席率（高難度新規医療技術を除く）

2019.4～2019.9
2019.10～2020.3
2020.4～2021.3
2021.4～2022.1

81.2％
88.3％
91.0％
94.4％

モニタリング未実施
90.0％
94.2％
94.2％

（IC 同席率） （IC後の患者反応記録率）

容を確認した依頼医がサインと日時を記入し、検査
部門へ戻す仕組みとした（図 3）。記載済みの「検
査結果報告書確認依頼書」は同時に医療安全管理部

に送付され 2 年間保管する（電話
連絡がついたものも依頼書上部に
チェックのみ入れ、検査部門から
医療安全管理部に送付）。その後、
医療安全管理部で診療録記載をモ
ニタリングし、報告書に関する患
者説明内容がカルテに未記載の場
合や他科紹介などを含めた検査計
画が立案されていない場合は、医
療安全管理部から直接依頼医に電
話連絡し確認をとる。2022 年 3 月
時点で確認した目的外診断は 76 件

（画像診断 69 件、病理診断 7 件）で、
見落としや未対応は発生していな
い。

（IC記録全般に関する監査）
　当院では、IC 記録はリスクマネ
ジャー（診療部長）が管理責任者と
なり、患者、家族の理解度を含め
IC 記録を行うよう指導し、サブリ
スクマネジャー（病棟医長）は監査
シートに沿ってインフォームド・コ

画像：目的外診断報告件数 病理：目的外診断報告件数
69件 7件

・患者、家族への説明後は、患者・家族の反応を必ず記載
・全例で見落としなく報告書が確認され、患者への説明とカルテ記載が実施済み
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和4年3月）

図 3：検査結果報告書確認依頼書を用いた運用（2018 年 7月～）

ない場合、「検査結果報告書確認依頼書」を警告色
の赤い封筒に入れ、直接、病棟医長あるいは外来医
長に手渡し、同封の「検査報告書確認依頼書」に内

図 2：重要な説明の場における IC同席率、IC後の患者の反応の記録率
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図 4：ICに関する監査シート

その他の取り組み

　その他の取り組みとして、機器の誤操作やデータ
誤記による重大事故の防止策を行っている。フリー
フロー事故防止を目的にアンチフリーフローの輸液、
経腸ポンプを導入した。また、誤入力、未入力、タ
イムラグのリスクの軽減、患者誤認やデータ転記ミ
スの予防、および測定業務の効率化を目的として、
NFC（near fi eld communication）通信による通信機
能付きバイタル測定器（HR ジョイント®））を導入し
てすでに数か所の病棟で電子カルテとの連携を開始
し、初回のアンケート調査で入力エラーの防止や業
務効率の向上など医療安全面で高評価を得ている。
今後全病棟で運用予定である。
　また昨今、医療で特に重要視されていることの一
つに積極的に患者さんに医療に参加して頂く“患者

参加型医療”の実践がある。当院は“患者の権利”
として、1. 良質の医療を平等に継続して受ける権利、
2. 医師、医療機関を自由に選択、変更する権利、他
の医師（医療機関）の意見を求める権利、3. 自由意
思に基づき医療行為を選択、決定する権利、4. 自分
の診療に関し十分な情報を得る権利、機密を保持さ
れる権利、5. 尊厳とプライバシーに関する権利など
が、医療、医学教育のあらゆる場面で尊重されてい
ることを明示している。同時に、自分自身の健康状
態等についての正確な情報提供、実践される医療に
ついての十分な理解と医療への積極的な参加、定め
られた院内ルールや医療者の指示の遵守をお願いし
ている。患者参加型医療としては具体的には、安全
確保のために“フルネームで名乗って頂くこと”の
ポスター掲示や院内放送（3 回／日）の実施、また
検査結果未説明防止に対して、患者さんご自身から
も積極的に検査結果を聞いて頂く“患者さんへのお
願い”のポスター掲示やカード配布（図 6）も行っ
ている。

ンセント内容を監査する（図 4）。
具体的には 7 項目について定期的
に、また事故発生時にも監査する
が、特に、患者家族の反応（理解
度）や、患者の個別性に合わせた
説明（説明書に下線、〇印チェッ
ク等の記載）、頻度の低い合併症
でも生命危機など有害事象が発生
する可能性、などは重要項目と捉
え十分に説明されているか確認す
る。事故発生時には事故報告書と
ともに監査シートも医療安全管理
部に提出することとしている。医
療安全管理部ではサブリスクマネ
ジャーの協力のもと 2017 年以降に
IC に関する監査実施状況の定点調
査を行っている。図 5 は 2017 年 7
月～ 2019 年 10 月ならびに 2021 年
6 月～ 8 月入院中の患者、それぞ
れ 1,795 名と 425 名（診療科数 29）
の監査実施状況をまとめたもので
あるが、上記重要項目のうち患者
家族の反応（理解度）や患者の個
別性に合わせた説明に関してはい
ずれも 10％強の記載不備が指摘さ
れており、引き続き IC 記録の重要性について周知し
ていく必要がある。
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監査項目
1 32 7.5
2 年月日、時刻（何時～何時まで）、説明場所を記載している。 51 12.0

3 説明者、同席医療スタッフ、説明を受けた人（続柄）を記載している。 38 8.9

4 医療チームメンバーが同席している。 130 30.6
5 説明を受けた人（患者/同席者）の反応を客観的に記載している。 53 12.5

6 説明書を用いる場合は患者の個別性に合わせて説明し、その内容に下線や○印等を入れている。 71 16.7

7 頻度の低い合併症でも生命の危機など有害事象が発生する可能性がある場合は説明している。 36 8.5

監査項目 不備件数 ％
1 院内統一のインフォームド・コンセント記録文書を使用している。 113 6.3

2 年月日、時刻（何時～何時まで）、説明場所を記載している。 106 5.9

3 説明者、同席医療スタッフ、説明を受けた人（続柄）を記載している。 130 7.2

4 医療チームメンバーが同席している。

5 説明を受けた人（患者/同席者）の反応を客観的に記載している。 211 11.8

6 説明書を用いる場合は患者の個別性に合わせて説明し、その内容に下線や○印等を入れている。 323 18.0

7 頻度の低い合併症でも生命の危機など有害事象が発生する可能性がある場合は説明している。

2017年7月～2019年10月入院中の患者1795名（診療科数29）

不備件数：「×：できていない」項目の数（評価が△の項目は×としてカウント）

不備件数 ％

2021年6月～8月入院中の患者425名（診療科数29）
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・画像検査終了後、センター受付で手渡し
・組織検査終了後、医師が手渡し

図 6：患者参加型の検査結果未確認防止カード

図 5：ICに関する監査実施状況 定点調査

相互ピアレビューの実績運用などに真摯に取り組
み、医療の質、安全性の向上を目指していくことが
肝要と考えている。

おわりに

　近年、高度で侵襲的な検査や処置を実施する症例
は多くなり、医療行為のリスクはますます大きく
なっている反面、医療スタッフには大きな期待感も
発生している。したがって、医療の実施に当たって
は十分な IC の実施と、医療者間の適切なコミュニ
ケーションの実施が、エラーの防止や患者さんとの
信頼関係の構築の上で有用となる。さらに、説明内
容を含め、患者さんがどのような反応をしたかとい
うことまでの双方向のプロセスの記録が、医療訴訟
を含めたその後の対応に重要といえる。これらのた
めには、卒前後の医療安全教育の実践、定期的な医
療安全管理研修会の実施、安全管理マニュアルの整
備と見直し、リアルタイムな医療安全情報の院内配
信6]、さらに、外部監査委員会や特定機能病院間の
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　大学病院における医療安全管理の取り組み
   順天堂大学医学部附属順天堂医院

   医療安全機能管理室副室長 　　山本　宗孝 氏
   医療安全機能管理室室長  　　川崎志保理 氏
   医療安全推進部部長  　　小林　弘幸 氏

はじめに

　本邦の医療安全元年は、患者取り違え事故のあっ
た 1999 年といわれている。その後医療安全を取り
巻く社会情勢は大きく変化し、2004 年に日本医療機
能評価機構への事故報告が義務化され、2006 年には
国立大学病院における医療上の事故等の公表に関す
る指針が発表される一方、医師法 21 条に関する異
状死体の届出が問題となった。2015 年 10 月には「提
供した医療に起因する予期せぬ死亡事故」に対する
医療事故調査制度の法令が施行された。さらに 2018
年 6 月には特定機能病院のガバナンス体制の強化お
よび高度な医療安全管理体制の確立等を目的とした
改正法が施行され、管理者の責務として医療の高度
の安全を確保することが規定された。
　順天堂大学医学部附属順天堂医院ではこういった
社会の動きに先駆け、1997 年に医療安全（リスクマ
ネジメント）活動を開始し、2000 年に「医療安全対
策室」が設置され、2004 年に「医療安全管理室」へ
と名称を変更した。2007 年には、医療安全管理室・
感染対策室・健康管理室（現安全衛生管理室）をま
とめた医療安全推進部を設立して、実践的にも組織
的にも万全の医療安全管理体制を構築してきた。
　2019 年 4 月からは、医師・看護師・薬剤師のみ
ならず、診療放射線技師・臨床検査技師・臨床工学
技士の医療専門職を兼任室員として医療安全管理室
に迎え入れ、より一層強固な医療安全管理体制を整
えた。2020 年度からは、医療安全を担う医療安全
管理室と医療の質を担う病院機能管理室を統合し、
医療安全機能管理室を新たに設置して、医療の質・
安全の維持と向上を主業務とし、Joint Commission 
International（JCI）・日本医療機能評価機構の病院
機能評価の 2 つの外部評価への対応整備から学び得

られたことを念頭に、次世代の医療の質・安全の構
築を目標として活動している。また、特定機能病院
としての関東信越厚生局および東京都福祉保健局に
よる年に 1 回の立入検査や外部委員による外部監査
委員会など、法的に定められているチェック機構へ
の対応も重要な業務として位置付けられている。
　本稿では、①当院の医療安全管理体制、②外部評
価の一つである JCI 受審への医療安全管理部門の対
応、③医療法施行規則に基づく高難度新規医療技術・
未承認新規医薬品等に関する取扱への医療安全管理
部門の対応に関して紹介する。

当院の医療安全管理体制

　当院の医療安全管理体制は、病院長のもと、医療
安全担当副院長が医療安全管理責任者を務め、その
下に医療安全推進部が配置されている（図 1）。医療
安全推進部は安全衛生管理室と医療放射線安全管理
室に加えて、医療安全機能管理室で形成される。医
療安全機能管理室は、もともと独立した組織であっ
た医療安全管理室と病院機能管理室が、2020 年 5 月
に統合して誕生した。現在、実質的に医療安全管理
については医療安全管理部門が担当している状況に
ある。医療安全管理部門は、専従は医師 1 名、看護
師 3 名、薬剤師 1 名、事務 2 名、専任医師が 2 名、
兼任は医師 7 名、診療放射線技師 1 名、臨床検査技
師 1 名、臨床工学技士 1 名で構成されており、院内
のいずれの診療科、部署とも連携をとりやすい体制
が整っている。
　医療安全管理部門では、提出されるインシデント
レポートの全てを確認し、毎週の部内ミーティング
でインシデントレベル 3b 以上の事例については全
例検証を行う。また死亡事例についても全例検証を
行い、これらの検証結果は毎週病院長および医療安
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全管理責任者へ週報として報告される。毎月開催さ
れる医療安全管理委員会において、委員全員にイン
シデントレベル 3b 以上の事例および死亡事例につ
いて確認を依頼し、委員より疑義のあった事例につ
いては委員会で再度検討される。また、特に重大な
インシデントが発生した場合は 24 時間 365 日体制
で対応する SE（Sentinel Event）対策チームへ連絡
が入り、必要時は関連部署で事例の検討会を実施し、
その後の対応方針を決定していく。患者家族とコン
フリクトが発生する可能性がある事例については、
顧問弁護士との綿密な連携をとることも役割の一つ
である。
　全部署に配置されているリスクマネージャーが、
医療安全に関する双方向性の役割を担っている。現
場で日々提出されるインシデントレポートの内容確
認と修正を行い、部署責任者と連携して原因分析と
再発防止策の立案の活動を展開する。また、月に 1
回のリスクマネージャー全体会において共有される
病院全体および他部署の各種情報や指示を、自身の
部署へ周知する。医療安全に関する各種レクチャー
開催の情報を共有するとともに受講状況を把握し年
に 1 回の報告を行う。さらに、リスクマネージャー
は数名のグループ単位で年間を通じて医療安全に関
するテーマを定めて取り組みを立案実行し、年度末
に報告する。医療安全管理部門では、各グループか
らの報告を年報に掲載し全部署へフィードバックす
ると共に、一部は正式な院内ルールへと発展させて
いる。

Joint Commission International（JCI）
　　　がもらたしたもの

　2015 年 12 月に JCI 初回審査を受審し、本邦にお
ける大学附属病院本院として初めての JCI 認証病院
となり、2018 年 12 月には初回の更新審査を受審し
た。初期の 2 回の受審においては、審査をパスする
ことを目的として対応を展開せざるを得ない状況も
あった結果、本質的な理解や対応が不十分な領域も
散見されていた。特に米国と本邦の医療システムの
違いによるギャップが大きな原因の指摘事項に対し
て、審査をパスするために過剰な手順や記録を実施
しなければならないような場面は、JCI に対する現
場のアレルギーともいえる反応を引き起こすことす
らあった。一方で、重要な項目についてはポリシー
という対応方針や手順を明確に文書化するというス
タイルは、院内の様々な慣習で行われていた対応に
ついて整理するという文化が確立されるきっかけと
なった。また、各部署でリスクアセスメントを行っ
て問題点を明確化（数値化）し、改善の方策を立案
してその効果を Quality Indicator としてモニタリ
ングしていくという体制は、現場ごとの具体的な改
善活動の主体的な実施につながっている。また、医
療安全の観点で最も重視される項目は、国際患者安
全目標（International Patient Safety Goals：IPSG）
と呼ばれるものであり、6 個の目標から構成されて

病院長

医療安全管理責任者
（医療安全担当副院長）

医療安全管理室+ 病院機能管理室

医療安全管理部門 病院機能管理部門

医療放射線
安全管理室

安全衛生
管理室

医療安全推進部

統合（2020年5月～）

医療安全機能管理室

図 1：医療安全管理組織図

　医療安全管理部門は、院内の医療安全活動を各方
面へ発展させるハブ役を担っているといえる。
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いる（表 1）。これらは一つでも対応が不十分と判定
されると認証が保留される最重要項目である。
◇ IPSG 1：患者を正確に識別する
　当院では 2 個の識別子として、フルネームと誕生
日（生月日）を用いている。正しい患者識別のため
には、特定と照合の 2 段階が必要であることを強調
している。特定とは、その患者が間違いなく本人で
あることの確認であり、2 個の識別子を名乗っても
らうことが基本となるが、装着時に特定を行ってい
るリストバンドは、以降はそのリストバンドの確認

（印字されているフルネームと誕生日の目視確認も
しくはバーコードリーダーでの認証）をもって特定
実施と定義している。照合とは、提供する医療の内
容を示す病院側の媒体と患者が一致しているかを確
認する行為であり、例えば外来診察時であれば展開
している電子カルテ画面、採血時は検体スピッツに
貼付されたラベル、放射線検査時は検査オーダー画
面、服薬時は薬袋などが、病院側の媒体として定義
されている。つまり、患者識別とはただ単に患者に
名前などを名乗ってもらうという受け身の姿勢だけ
でなく、その場面に応じた照合という行為を医療者
側も行うことで完結する行動であるということを強
調している。現在、院内で継続的に実施している患
者識別実施率調査においても、特定と照合の 2 段階
の行動が適切に行われているかを調査し、フィード
バックしている。最近では、医師の中から外部の医
療機関での診療においても患者確認の行動を条件反
射的に行なっている、行わないとなんだか安心でき
ないという意見さえ聞かれるようになってきた。全
職員がこのような感覚を有するようになることが本
質的な目標である。

◇ IPSG 2：効果的なコミュニケーションの改善
を図る
　この目標では、診断検査の重大な所見、いわ
ゆるパニック値発生時の報告プロセスの定義
が求められる。放射線検査や病理診断検査のレ
ポート内容確認の管理に加えて、検体検査や生
理機能検査時など迅速な対応が求められる場合
の報告プロセスが必要であるが、Point of Care 
Testing（POCT）と呼ばれるベッドサイド等で
行われる血糖値や血液ガス分析検査機器での電
解質の迅速検査においても同様の対応を行う必
要がある。
　また、部署間やスタッフ間の申し送りに関し
てもプロセスの定義が求められている。この点

について一部の診療科医師からは、どのような報告
も自身もしくは自身のチームに行なわれて常に自分
達で対応している現状では、特に申し送りというプ
ロセスは明確には定義していないという意見が聞か
れる。しかし、2024 年に導入がひかえている医師の
働き方改革に際しては物理的にもそのような対応の
継続は困難であり、今後、適切な医師―医師間の申
し送りのプロセスの構築に取り組む必要があると認
識している。
◇ IPSG 3：ハイアラート薬の安全性を高める
　ハイアラート薬、つまり取り扱いに様々な理由で
注意すべき薬剤、また高濃度電解質製剤については、
定義管理および周知により使用者への意識づけを促
すとともに、例えばオーダーリングシステム上での
エラー回避の設定が重要であると考え、可能な範囲
で実現しているが十分とはいえないのが現状であ
る。
◇ IPSG 4：安全に外科手術を行う
　手術部位のマーキング、実施前のタイムアウト、
実施後のサインアウトというプロセスは、すでに多
くの医療機関で導入されている。JCI で定義されて
いる様々な項目は、一部米国と本邦の医療システム
の違いにより達成のために工夫を要する。当院でも
初期には外科手術および侵襲的処置に対して共通の
認識を医療者が有する必要があると考え、ある程度
過剰な手順も含んだ統一した取り組みを展開してき
た。現在では手技の内容や実施場所ごとのバリエー
ションを考慮したスタイルへの移行を進めている
が、必ず実施すべき項目がカバーされているかどう
かは厳重に確認している。例えば正しい患者、術式、
手術部位の確認は、術前確認のプロセスで直前に実

IPSG 1 患者を正確に識別する

IPSG 2 効果的なコミュニケーションの改善を図る

IPSG 3 ハイアラート薬の安全性を高める

IPSG 4 安全に外科手術を行う

IPSG 5 医療関連感染のリスクを低減する

IPSG 6 転倒転落による患者のリスクを低減する

表 1：国際患者安全目標 
　　　（International Patient Safety Goals：IPSG）
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施しているためにタイムアウトでの同項目の確認を
省きたいというような提案が生じることがある。し
かし、正しい患者、術式、手術部位についてエラー
が発生した際の患者影響度の大きさを鑑み、これら
は常に特定するという目標を達成するために複数の
戦略を用いるという原則が示されている。効率化の
視点が決して安全の視点を揺るがすことのないよう
にという、象徴的な取り組みの場面であると認識し
ている。
◇ IPSG 5：医療関連感染のリスクを低減する
　当院では、病院長直轄の組織である感染対策室が
中心となって展開している。特にコロナ禍の現在、
手指衛生の概念が JCI 受審を契機に根付いていたこ
とで、職員が共通の理解のもとに新規感染症に対す
る日々刻々と変化していく感染対策行動に関する指
示に迷うことなく対応できた。
◇ IPSG 6：転倒転落による患者のリスクを低減する
　医療機関において、転倒転落による医療事故は永
遠の課題である。当院では入院患者の転倒転落リス
クの可視化（リストバンドによる）とその対策の立
案と、全外来患者に対するリスク評価（目視によ

高難度新規医療技術・未承認新規医薬品等に
　  関する取扱

　2016 年に医療法施行規則に基づき、特定機能病院
に対して高難度新規医療技術・未承認新規医薬品等
に関する取扱を整備することが求められ、当院でも
その対応を行なった。ポイントは各施設における高
難度新規医療技術の実施や未承認新規医薬品の使用

る）を全体の目標として
定めつつ、リスクアセス
メントに基づいた場面ご
との対策を展開している。
例えば入院患者が病棟で
使用する履物に対するエ
ビデンスに基づいた指導

（スリッパ使用による歩行
の不安定さのデータを示
して使用を禁止した）や、
外来患者のリスク低減の
ために、患者年齢に応じ
たモニタリングの結果を
フィードバックして各部
署での対策につなげるな
どの対策を進めている。
現在は、特に外来患者に
おいて付き添い者がいる
にも関わらず高頻度に発
生する転倒事故に対して、
付き添い者用の転倒リス
ク軽減の教育プログラム
の展開を始めている。ま
た、コロナ禍での外出自

粛に伴う運動機能低下に対する改善プログラムを、
診療科や講座単位で作成し、院内でも啓蒙活動を展
開している。
　このように、IPSG に限らず様々なルールに対し
てモニタリングを適切に行い、結果を分析して既存
のルールの問題点を抽出し、改善活動を継続する。
さらにリスクアセスメントに基づいて根拠をもって
新しい取り組みに着手していく。そしてそれらの取
り組みによって変更、作成されたルールは適宜明文
化していくという基本姿勢が、JCI の 3 回の受審に
より院内に定着しつつあるのが現在の当院の状況で
ある。

図 2：当院における高難度新規医療技術・未承認新規医薬品等に関する取扱
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に関して、適切な審議と承認がなされているか、実
施後のフォローアップの体制が確立されているか、
これらの対応を管理する部門（委員会ではなく）が
設置されているかという 3 点である。
　当院では、高難度新規医療技術・未承認新規医薬
品等を用いた医療提供に関して、組織横断的に適正
かつ一元的に管理統轄を担う部門である高難度新規
医療技術・未承認新規医薬品等管理対策室を設置し、
未承認新規医薬品等評価委員会、医療倫理管理委員
会、医療倫理小委員会を新設し対応している（図 2）。
◇未承認新規医薬品等の取扱について
　未承認新規医薬品等の使用に関する申請を受けた
管理対策室長は、未承認新規医薬品等評価委員会に
審議を依頼する。管理室長は評価委員会での審議の
結果を踏まえ、当該未承認新規医薬品等の使用の適
否及び使用条件について決定し、申請を行った診療
科の長に対しその結果を通知する。当該未承認新規
医薬品等が適正な手続きに基づいて使用されていた
かどうかに関し、評価委員会が定期的に、及び使用
後に患者に健康被害が発生した場合など必要なタイ
ミングで診療録等の記載内容を確認し、管理対策室
長へ報告し、管理対策室長が病院長へ報告する。
◇高難度新規医療技術等の取扱について
　高難度新規医療技術等の実施に関する申請を受け
た管理対策室長は、医療倫理管理委員会に対して、
当該高難度新規医療技術等を用いた医療の提供の適
否等について意見を求める。医療倫理管理委員会は
申請内容を確認し、必要に応じて下部に設置する医
療倫理小委員会へ、その適否、実施を認める条件等
を検討し管理対策室長へ報告するよう求める。管理
対策室長は、医療倫理管理委員会、医療倫理小委員
会からの報告を踏まえ、当該高難度新規医療技術等
を用いた医療の提供の適否等について決定し、申請
を行った診療科の長に対しその結果を通知する。医
療倫理管理委員会は、当該治療実施後 3 ヶ月の情報
を収集し、それらの情報に基づき 3 ヶ月以上経過し
た患者について追加情報収集の要否を協議し、また、
規定された審議必要回数（5 回）以降の実施におけ
る審議の要否について協議した上で、管理対策室長
へ報告する。管理対策室長は病院長へ順守状況を報
告する。
　医療安全管理部門は、未承認新規医薬品等評価委
員会および医療倫理小委員会の必須メンバーとして
審議に参加し、実施の際の患者説明内容も必要があ
れば承認条件として提案するなどの役割を担ってい

おわりに

　当院で医療安全管理対策が開始されて、今年は四
半世紀が経過する節目の年である。本邦の医療安全
管理に関する指針も成熟しつつあり毎年の立入検査
や外部監査への対応も系統だって行えるようになっ
てきた。JCI や病院機能評価機構の監査への対応は、
いわゆる PDCA サイクルに乗せることで継続した
確認改善活動が定着しつつあり、今後は室として統
合された病院機能管理の視点での対応をサポートし
ていく形となっていくであろう。もちろん今後も法
に基づく医療機関への新たな要請は継続することが
予測されるため、確実な情報収集と遅滞のない対応
開始に、医療安全管理部門が果たすべき役割は大き
い。さらに、昨今は医療コンフリクトの内容が、医
療内容に起因するものだけではなく医療者と患者お
よび患者家族との関係性に起因するものが増加して
きている印象があり、医療事故への対応も複雑化の
一途をたどっている。医療安全対策は患者安全を確
保するものである一方で、医療者の安全も守らなけ
ればならい。しかし、コンフリクトの先にある係争
を考慮しつつの対応が、時に患者感情をいたずらに
刺激することもある。医療者を守ろうとしてもルー
ルの逸脱に起因する医療事故の場合は、医療者の感
情への配慮も重要となる。
　大学附属病院の医療安全管理部門とは、新しい時
代の医療の質と安全のあり方を目指して、エビデン
スに基づく対策の発信や、IT、AI を利用した新し
い病院管理のシステムの構築が求められており、今
後の発展が期待されている分野である。一方、医療
事故対策という点では、人対人のデリケートな調整
は決して無くなることはなく、誰かが担わなければ
いけない領域として医療安全管理部門の重要な役割
として今後も変わらず存在していくことを、あらた
めて認識している次第である。

る。また、高難度新規医療技術・未承認新規医薬品
等が必要となる患者は重篤な状態であることが多
く、その実施が医療コンフリクトの原因とならない
ように、開始の時点から注視して適宜サポートを行
うようにしている。
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医療現場への IT/AI の実装の課題と
AI ホスピタルプロジェクト

　慶應義塾大学病院 副病院長 医学部放射線科学教授　  陣　崎　雅　弘　氏
　慶應義塾大学医学部 拡張知能講座特任教授　　　　　洪　　　　　繁　氏
　慶應義塾大学医学部 放射線科学特任助教　　　　　　橋　本　正　弘　氏
　慶應義塾大学病院 病院長 医学部整形外科学教授　　　松　本　守　雄　氏
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　近年、人工知能（AI）は第 3 次ブームを迎えたと
言われ、産業界では徐々に AI が活用されるように
なっている。一方、医療業界においても、人工知能
に関する論文報告が着実に増えてきており、臨床現
場での AI 活用への期待が高まっている。その様な
中で、医薬品医療機器総合機構（PMDA）で認可さ
れた AI ソフトは少しずつ増えつつあるが、思った
ほど多くない様にも思える。更に認可された AI ソ
フトも、実際には医療現場ではそれほど導入されて
いない。
　認可されている AI がそれほど多くない理由とし
ては、医療においては、質の高いデータ収集の難し
さ、ディープラーニングのもつ課題、医療 AI をめ
ぐる法規制の厳しさ、生命を預かることへの責任の
所在、医療情報が時代と共に変化していくこと、な
ど開発レベルの課題が挙げられる。
　一方で、臨床現場で思ったほど導入されていない
のは、保険収載されておらずコスト面からの懸念が
あること、高度な専門家の判断を対象にした AI に
ばかり大きな期待が持たれていること、医療用 AI
ソフトを現場のワークフローへ組み込むことが思い
のほか難しいこと、などが挙げられると思う。
　AI が医療で役立つためには、開発とは別に“実装”
ということをひとつの大きなテーマとして考えてい
く必要があると思っている。当院では、そのような
視点から IT/AI の病院への実装を目標として、AI
ホスピタルプロジェクトを進めている。本稿では、
開発レベルの課題、実装レベルの課題を述べたのち、
我々の AI ホスピタルプロジェクトを紹介したい。

1）AI 開発の課題
　AI が臨床現場で活用されるようになるまでには、

①データ取集、②モデル生成、③ PMDA による承認、
という過程を経ることになるが、各ステップにそれ
ぞれ課題がある。
　最初のデータ収集については、AI の診断能は教
師データの質と量に依存するので最も重要である。
しかし、2017 年の個人情報の保護に関する法律の改
正で、医療情報は要配慮個人情報とみなされるよう
になり、ほぼ全ての医療情報は本人同意を得ない第
三者提供は行えなくなってしまった。このため、質
の高いデータを大量に集めるのは容易ではない。
　2 つ目のモデル生成においては、2 つのことがよ
く知られている。1 つは、コンピューター中間の「隠
れ層」での処理がブラックボックス化されて判断根
拠が明示されないことである。使用する側からは使
いづらい一因になる。2つめは、過学習の問題である。
AI モデルが最初の学習データにあまりに適合しす
ぎて、学習データとは異なるデータで稼働させると
正解率が低くなってしまう。
　3 つ目の承認は、2014 年に薬事法が改正され『医
薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保
等に関する法律』に基づいて行われている。薬事
法ではハードウエアにインストールすることで医療
機器となっていたプログラムなども、それ自体単体
で『医療機器プログラム』として規制対象となっ
ている。また、AI ソフトは、再学習することで更
に精度が向上することが期待できるが、再学習後の
AI ソフトも再認可が必要になる。この点に関して
は、PMDA でも柔軟な対応をすることが検討され、
2021 年に医療機器の特性に応じた変更計画の事前確
認制度（IDATEN 制度）が導入された。この制度
は、製造販売承認取得後に性能向上等が予定されて
いる場合に、その性能等に関する変更計画について、
PMDA が事前に承認しておくことで、その計画の範
囲内であれば「製造販売承認事項軽微変更届出」を
提出するだけで改良を認めるというものである。従

はじめに1

AI の医療への導入の課題2
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来は、再認可に対し、数か月の審査機関と手数料も
かかっていたので、製造販売業者にとって良い制度
である。しかし、事前に提出する変更計画自体も大
変な労力がかかるものであるという課題は残る。

2） AI 実装の課題
　医療用 AI 実装にあたっての課題は、現場サイド
から見ると、大きく 3 つあるように思う。
　1 つ目は、人工知能のソフトが保険収載されてい
ないために、医療機関からすると、購入は持ち出し
になってしまい、導入コストに見合うか否かを見極
める必要がある。これについては、この 4 月から医
学放射線学会の主導で、人工知能管理加算というの
が承認された。しかし、これは、画像管理加算 3 を
取得している施設において、人工知能ソフトの管
理体制がきちんと行われていれば、画像管理加算
が 300 点から 340 点にあがるというもので、限定し
た施設が対象になる。また、人工知能ソフトの個々
に対して使用加算がついているわけではない。しか
し、加算の方向に向かう様になったことは画期的で
ある。
　2 つ目は、医療業界では高度な専門的判断を対象
にしたものばかりに期待が持たれていることであろ
う。前述した開発の課題は、いずれも高度な判断を
要する課題を対象とした場合の話であり、産業界で
は、より単純な作業に AI を導入している。医療従
事者の負担軽減の視点からも、単純作業を担う AI
を導入していくことにもう少し注力してもよいと思
われる。
　3 つ目は、高度な専門的判断を担う AI のワーク
フローへの組み込みの難しさである。画像診断領

域を例に挙げると、現法では使用できる Picture 
Archiving and Communication Systems （PACS: 医
療用画像管理システム）やビューアなどの読影環境
が AI ソフト毎に異なっており、大変不便である。
PACS やビューアのベンダーが異なっても共通の
AI ソフトが稼働できるようなプラットフォームが
提案されているが、まだ実用的なものが乏しい。

1）AI の病院導入を目指して
　当院では、2017 年に慶應メディカルＡＩセンター
を設立し、AI 技術の開発及び病院システムへの導
入に着手した。この少し前に、内閣府より、AI の
実装を目指す社会として、Society 5.0 というコンセ
プトが提唱された1）。これは、仮想空間と現実空間
を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社
会的課題の解決を両立する人間中心の社会と定義さ
れ て い る。 ち な み に、Society 1.0 は 狩 猟 社 会、
Society 2.0 は農耕社会、Society 3.0 は工業社会、
Society 4.0 は情報社会である。
　内閣府は、2018 年に医療領域における Society 5.0
の実現をめざして「AI ホスピタルによる 高度診療・
治療システム」事業を公募し、当院は全国 4 つのモ
デル病院の一つに採択された2）。我々は、内部に萌
芽する ICT・ＡＩ技術と外部企業で開発されつつあ
る技術を体系的に導入し、既存システムと新たなシ
ステムを連動させ、未来型医療システムの基盤とな
るＡＩホスピタルのモデルを構築することを目標に
している。それにより、患者に安心・安全な医療の
提供、患者に高度で先進的な医療サービスの提供、

医師・医療スタッフの負担軽減、
地域・在宅の高度なサポートを達
成することを目指している。

2）体制づくり
　AI ホスピタルのような病院全体
のプロジェクトにおいては、体制
作りが最も重要になる。我々は、
慶應メディカル AI センターのメン
バーを中核として、AI ホスピタル
委員会を立ち上げ、外来部門、検
査部門、薬剤部門、病棟部門、手
術部門、遠隔部門にそれぞれ責任
者を配置した（図１）。そして、AI
に関心を持っている人に AI 担当医
として各診療科に配置した。これ

AIホスピタルプロジェクト3

【図 1】当院のAI ホスピタルの体制
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により、各診療科がバラバラに行っていた似たよう
な試みも、病院全体が一体化して IT、AI 化に取り
組む体制を作ることができた。さらに、院内 AI ホ
スピタル委員会には病院執行部も参加し、この会議
体の中で個別のプロジェクトについて議論し、その
場で決議でき、迅速な意思決定のできる体制になっ
た。

3）具体的な取り組み
　慶應義塾大学病院では、現在、30 を超える研究課
題が進行中で、以下に示す 5 つに分類している。
①セキュリティーの高い医療情報データベースの構築
②自動音声口述筆記によるコミュニケーション支援
③患者との効率的情報共有
④院内データの可視化
⑤ロボットによる医療従事者の負担軽減
以下、代表的な取り組みを紹介する。

①セキュリティーの高い医療情報データベースの構築
　遺伝子解析、画像、病理検査情報などの AI を用
いた解析を行うには、適切な医療情報データベース
が必要になる。医療情報データベースの構築は、電
子カルテ系と画像系に分けて、何十とある部門シス
テムを 1 ヵ所に集約して見られるような仕組みを構
築している。そして、データを一元管理できるよう
な検索システムを導入し、仮名化した上で、研究用
データベースを構築しクラウド上で運用するように
している。また、電子カルテ自体はデータを一元的
には見にくいので、統合 Viewer を導入し患者情報
を一括して見ることができるシステムを開発しつつ
ある。各診療科のカンファレンスなどに便利である。
　通常、AI ホスピタルというとこのデータベース
から様々な医師と同等の高度な判断を担うことがで
きる AI ソフトを構築することが主眼であるように
思われがちである。しかし、我々は医師と同等のこ
とができる AI はあってもなくてもよいので、普及
は容易ではないと考えている。このため、以下のど
ちらかというと単純作業を担う AI の導入を積極的
に行っており、この点が当院の特徴と考えている。

②自動音声口述筆記によるコミュニケーション支援
　目を見て患者と話ができる温かみのある診療の提
供を目指し、AI 会話音声自動口述筆記の開発を行っ
ている。対話を音声認識して項目別に主訴・既往歴・
家族歴・身体所見に分類されるようになり、意味の
ない単語は全部省かれて重要情報だけを抽出して
データを構造化することを目指している。課題とし
ては、診察室では通常はマイクやヘッドセットを用

いないので、雑音が入り、音声認識の精度がやや落
ちることがある。この技術は、看護師が自分の業務
内容をスマホに入力することに活用しており、スキ
マ時間を活用して音声を電子カルテに移行させるこ
とで看護記録の業務効率化を行うことができる。こ
の他にも問診のデジタル化・AI 化も進めている。

③患者との効率的情報共有
　患者さん自身が自分の医療データを持つ仕組みも
導入している。患者さんのスマホに処方箋やお薬情
報、妊婦さんには超音波検査画像の結果などをデジ
タル情報で提供している。患者さんが自分の医療
データを管理することによって、ヘルスリテラシー
が高まることも期待できる。また、Apple Watch を
用いて、どのような時に心電図を記録すれば心臓の
異常を検出できる可能性が高いかを明らかにするこ
とを目指した研究も行っており、日常生活・家庭で
の病気の早期発見につなげることを目指している3）。
　遠隔診療にも力を入れており、妊婦健診は、遠隔
妊婦バイタル監視システムを用いることで、体重、
血圧、胎児心拍などを自動で取得して、病院に来な
くても診られるようになった4）。また、糖尿病・肥
満症外来において、血糖のクラウド管理システムを
用いた遠隔診療も開始した5）。更に、産後うつスク
リーニングのための遠隔助産婦面談、外来栄養食事
指導や妊婦糖尿病の患者さんの血糖コントロールな
どの遠隔栄養相談にも活用している6） 。

④院内データの可視化
　病床を如何に管理するかは病院の大きな経営的課
題であるが、当院では病床全体の稼働状況をリアル
タイムで可視化したり、病床ごとに対応する医療従
事者の配置を可視化したり、入院・退院・転入情報
の一覧を表示するコマンドセンターを導入した。こ
れからその有効性を検証するが、病床稼働率が 1％
でも上昇すればその効果は大きい。
　また、院内には多数の超音波装置が外来や病棟に
置かれて稼働している。これらの中にはほとんど活
用されていないものもあり、センサーをつけて稼働
状況を可視化した。その結果、1 割の台数がほとん
ど活用されていないことがわかり、それらを中央管
理として貸し出し方式にすると共に、何台かは破棄
することで不要な保守管理費を軽減させた。

⑤ロボットによる医療従事者の負担軽減
　医療従事者の負担軽減を目的として、様々なロ
ボットを導入している。例えば、モノ自動配送ロボッ
トを、全病棟との薬剤や検体の自動搬送に用いてい
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る（図 2a）。夜間も緊急外来に来られた患者さんが
薬剤部まで薬を取りに行く必要がなくなるという利
点がある。
　また、長距離歩行に不安のある患者さんや足腰に
障害がある患者さんの為に、患者搬送用 AI 自動車
いすも導入している7）（図 2b）。自動運転車いすに
広告を掲載して広告収入で車いすのレンタル料を支
払う様にしており、どこの病院でも導入することが
できる。さらに、調剤業務を行うピッキングロボッ
トも導入している。正確な調剤による医療安全面の
向上と薬剤師の負担軽減ができ、現時点では扱える
医薬品の数量・種類に限界はあるが、ほぼ 1 人分の
仕事量に相当する導入効果がある。
　この他にも、患者案内ロボットも模索しており、
感染した患者さんや放射線医薬品を投与された患者
さんなどに医療従事者が直接接することなく、問診
や患者誘導に活用することも可能である。

4）画像診断の AI
　画像診断に関しては AI との相性が良いとされ、
多くの研究や開発が行われてきた。実際に、眼底や
内視鏡などの画像については PMDA の承認も行わ
れている。しかし、放射線領域の読影支援ソフト
は、20 年も前から機械学習を使って高精度をうたっ
たものが多くありながら、実臨床でそれほど普及し
ていない。深層学習になって、診断精度は更に向上
しても、放射線科の現場では AI を活用した診断は
ほとんど行われていない。数多くの放射線画像診断
の AI ソフトが認可されているアメリカにおいても、
先進的な主要大学ですら使用状況を尋ねると、ほと
んど使っていないという答が返ってくる。
　これは、放射線画像には多くの臓器が映っており、
多くの疾患が対象となり、読影作業は様々な病態に
対応する必要があるマルチタスクな作業である点が

　医療への AI の導入には、開発レベルでも実装レベ
ルでも多くの課題がある。AI ホスピタルプロジェク
トでは、30 以上の研究課題について院内で実証実験
が進行している。安全性、有用性を検証し、現在の
技術を結集した AI ホスピタルのモデルを構築したい
と思っている。

まとめ4

大きい。AI は１つのことしかできないモノタスク
なので、どれだけの数の AI ソフトを動かせば人と
同じレベルの読影ができるかが想定できない。特に
放射線画像は、事前に想定していない偶発所見が実
は重大な病気であったということはしばしば経験
し、偶発所見の見逃しが社会問題や訴訟になってい
る。1 つの疾患を診断できる AI があっても結局は
残りの大部分は人がカバーすることになるので、そ
の AI はあっても無くてもよいレベルのものになる。
また、1 つの疾患を診断できる AI も、教師データ
と疾患分布の異なる施設で使用された場合、偽陽性・
偽陰性が意外に多いという過学習が起き、それらを
除外していくことが読影者の負担増になっているこ
とも課題の 1 つである。また、前述したように、数
ある AI ソフトがそれぞれ異なる PACS やビューア
上でしか動かないことも重要な要因である。しかし、
読影の際に 1 つの仕事として入ってくる、臨床的意
義の少ない微小な肺結節の拾い上げの様に、重要性
は低いのに大変な労力がかかる部分を任せるという
のは AI の有用な活用法であると考える。
　これまで述べてきた様に、AI ホスピタルプロジェ
クトはどちらかというと単純作業の置換に主眼を置
いているが、今後、放射線画像の様な高度の専門家
の判断の領域にどのように AI を取り入れて活用し
ていくかも大きな検討課題である。

【図 2】院内で動いている搬送ロボット
参考文献
1）https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/index.html
2）https://www.nibiohn.go.jp/nibio/part/promote/files/
SIP-AI-hospital.pdf#search='AI%E3%83%9B%E3%82%B9
%E3%83%94%E3%82%BF%E3%83%AB'
3）https://www.keio.ac.jp/ja/press-releases/2021/2/1/28-77724/
4）https://www.keio.ac.jp/ja/press-releases/2020/7/15/28-71224/
5）https://www.keio.ac.jp/ja/press-releases/2020/12/22/28-77042/
6）https://www.keio.ac.jp/ja/press-releases/2020/10/9/28-75629/
7）https://www.keio.ac.jp/en/press-releases/2020/Aug/31/49-
74338/【a】薬剤・検体搬送ロボット 【b】人搬送ロボット



日本私立医科大学協会　医学振興　第 94 号 施設紹介

28

施
設
紹
介

　医科大学が果たす役割・使命は、医療の中核的病院としての地域社会の要請、医療技術の進

歩等に伴い、社会的重要性は一層高まりつつある。なかでも、高度医療機関かつ医育機関として、

充実した機能を備えた大学施設等が、新時代を担うものとして強く望まれている。本誌では、新・

増築された協会加盟各大学施設を順次紹介している。

東京女子医科大学
附属足立医療センター開院

　東京女子医科大学東医療センターは、令和4年 1月
1日に荒川区から足立区江北へ移転し、名称を東京女
子医科大学附属足立医療センターに変更しました。
　当院は荒川区に昭和9年の開院から87年に亘り地
域の医療ニーズに合わせ発展してまいりました。一方
で施設の老朽化と敷地の狭隘化から建替えが難しく
移転用地を模索してたところ、同じ2次医療圏の足立
区から病院誘致を受けて病院移転を進めてまいりまし
た。また、旧病院と同一エリアにあった看護専門学校、
研修医と看護師の寮を合築して整備しました。
　病院規模は、地下 1 階・地上 10 階建て、敷地面
積 27,644.94㎡、延床面積約 48,791.65㎡、許可病床数
450 床となっております。病床数は旧病院と同数で
はありますが、高度急性期医療を拡充するため、特
定集中治療室等を 30 床増床しました。手術室はハ

北西からの外観

イブリッド手術室を含め 12 室を整備し、救命救急
センターにはハイブリッド ER（IVR-CT）を導入し
ております。
　また、災害に強い病院を目指すべく病院棟は免震
構造となっております。更に、当地は近くを流れる
荒川が氾濫した際には 5m 浸水区域になっているこ
とから、地盤面に盛土を行い 1 階フロアレベルを周
囲より 2.5m かさ上げするとともに、防潮壁・防潮
扉を設置することで、浸水時においても病院機能を
維持します。
　今後、附属足立医療センターは、大学病院として
高度急性期医療を更に進展することにより、これま
で以上に地域の医療機関と連携・協力関係を推進し、
最適な医療の提供に邁進していきます。

ハイブリッド手術室

地下 1 階・地上 10 階建て
敷地面積：27,644.94㎡
延床面積：48,791.65㎡
許可病床数：450 床
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岩手医科大学
感染症対策センター竣工

　2022 年 3 月、岩手医科大学は、新型コロナウイル
ス感染症重症患者受け入れ専用施設として附属病院
敷地内に感染症対策センターを整備しました。
　岩手医科大学附属病院では従来、コロナ重症患者
を ICU 内の陰圧個室 2 室を中心に受け入れを行っ
ていましたが、当該個室以外の病室は開放的に創ら
れていることから、2 名以上のコロナ重症患者を収
容すると、ICU 全体が使用できなくなり、がん、脳
卒中、心臓病その他のコロナ以外の高度医療を要す
る手術がストップし、高度医療の提供に支障が出て
おりました。そのため、附属病院とは別棟に本施設
を整備することで、附属病院が担う高度医療の提供
とコロナ重症患者治療の両立を図りました。
　本施設は、コロナ重症患者の集中治療を念頭に、
陰圧管理される病床6床に、人工呼吸器やECMO（人
工心肺装置）といった生命維持管理装置を整備した
他、CT 撮影装置を設置することにより、的確な診
断の下、コロナ重症患者への迅速かつ万全な治療を
提供することを可能としています。また、新型コロ
ナウイルス感染症が終息した後も、新興感染症対応
の他、広範な感染症対策に資する施設として継続的
に活用することとしています。
　新型コロナウイルス感染症第 6 波の収束が見えな
い中、今後新たな変異株の発生も懸念されるため、
第 7 波以降の感染拡大や重症化といった脅威に対し
て、予断を持たず最悪の事態を想定した備えをし、
県内唯一の特定機能病院として、そして北東北にお

ける医療の最後の砦として、今後も地域医療を堅持
してまいりたいと考えております。

外観

CT撮影室

病室

構造： 軽量鉄骨造　1 階建
面積： 579.96㎡
機能： 病室 6 床、CT 撮影室、衛生処理室、
 感染症廃棄物室、スタッフステーション
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杏林大学
医学部新講義棟竣工

　2016 年に創立 50 周年を迎えた杏林大学では、次
の 50 年を見据えて、三鷹キャンパスのグランドデ
ザイン計画を推進しています。その一環として、昨
年 3 月には高度救命救急センターの北側に松田進勇
記念アリーナが竣工しました。
　そして、学生の教育環境の整備を目的として 2020
年 11 月に着工した医学部新講義棟が 2022 年 3 月に
竣工しました。
　この「医学部講義棟 A」には、学生や教員のニー
ズを取り入れ、創造的な学習活動を促進し、知的探
究の場となることを目指したラーニングコモンズや
併設のカフェ、少人数で学ぶチュートリアルルーム
や 150 人規模の講義室などが配置されています。 医学部講義棟A外観

設備：地上 6 階建て免震構造
　　　延べ床面積 約 11,000㎡

様々な交流の場となるラーニングコモンズ。
　  カフェが併設された１階

3階フロア
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関西医科大学
関医タワー竣工

　関医タワーは令和 2 年 3 月に起工し、令和 3 年 12
月に竣工。最高部の高さは約 116 メートルあり、枚
方市内はもとより淀川をはさんだ高槻市などの北摂
地域や東海道新幹線の車窓からもご覧いただける高
層建築物です。
　本学の新たなランドマークとなる関医タワーは主
に 3 つの機能を有しています。
　一つ目は、本学の国際交流の拠点となる国際化推
進センターです。当センターはこれまでの国際交流
センターを発展改組し、本学の国際化を推進する組
織として令和4年4月に発足、その拠点を関医タワー
に設けました。タワー内には国際学会や各種講演会
の開催が可能な会議室やセミナー室も設けており、
本学は国際交流を更に発展させていきます。
　二つ目は、本学に留学する外国人学生のための留
学生宿舎です。本学に在籍する世界各国からの留学

関医タワー全景

生や研究生などに滞在してもらうことを目的として
おり、本年 9 月に開設予定の「国際大学院」生が在
学する際の滞在拠点ともなります。
　三つ目は、患者さんやそのご家族の休憩・宿泊施
設「関医タワーホテル」です。枚方キャンパス周辺
には本学附属病院に来院される患者さんやそのご家
族が安心して滞在できる宿泊・休憩施設がほとんど
なく、そういった施設の設置について要望をいただ
き、今回実現することができました。
　この関医タワーは本来の教育・研究の国際化と患
者サービス向上に資する、名実ともに本学のシンボ
ルタワーとなります。本タワー開設を機に本学は、
日本のみならず世界の医学教育・研究・医療に貢献
できる大学として更なる発展を遂げていきたいと考
えています。
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関西医科大学
関医慈仁館竣工

　令和 4 年 3 月、関西医科大学枚方キャンパスに「関
医慈仁館（かんいじじんかん）」が竣工しました。
　当館は令和 4 年 3 月に竣工した本学のシンボルタ
ワーである「関医タワー」および平成 30 年に竣工
した「看護学部棟」の隣接地に位置する地上 5 階建
て鉄筋コンクリート造りの建物で、元々 NPO（特
定非営利活動）法人が総合介護事業所として使用し
ていた土地・建物を本学が取得し、改修したもので
す。
　本学の「中期計画 2022 ～ 2027」における施設整
備計画に基づき、現在附属病院隣接地にある既存の
学生のクラブハウスの改修整備を主目的として整備
したもので、１階と 4 ～ 5 階には本学の体育会・文
化会クラブの部室、男女別の更衣室・シャワー室、
用具保管スペース、ミーティングルーム、防音設備

を備えた音楽練習室といったクラブ活動のために必
要な施設の他、2 階には本学独自の潜在看護師復職
支援の取り組みである「関医・看護師リカレントス
クール」で使用する研修室・会議室・ミーティング
ルームなどの研修施設、3 階には看護学部学生の自
習室、倉庫などを設置しています。
　建物名は関西医科大学の建学の精神「慈仁心鏡」
に由来する名称として「関医慈仁館」と命名しまし
た。
　当館の整備により、学生厚生補導環境の改善、看
護学部生のための自習スペース追加確保など学生
サービスの向上および看護師復職支援のための教育
研修環境の向上に引き続き努めていきます。

関医慈仁館全景（上部後方は関医タワー）
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関西医科大学
附属光免疫医学研究所開所

　令和 4 年 4 月、関西医科大学は附属光免疫医学研
究所を開所しました。
　がん細胞に結び付きやすい薬の投与後、人体に無
害な近赤外線を照射することにより、薬と近赤外線
が化学反応を起こし、がん細胞を破壊するという最
新のがん根治療法である「光免疫療法」を研究する
本邦初の研究所で、手術療法・化学療法・放射線療法・
免疫療法に続く、第 5 のがん治療法として様々なが
んに適応されるよう、臨床応用に向けた研究を推進
していきます。
　本研究所は枚方キャンパス医学部棟 4 階に本キャ
ンパス開設時から確保していた将来スペースに加
え、7 階、11 階も含め合計約 1,660㎡の規模を有し、
光免疫療法用の新規薬剤開発を中心に基礎研究を行
う「基盤開発部門」、光免疫療法後に起こる免疫反
応について詳細な解析を行う「免疫部門」、光免疫

療法後の実験動物および患者の組織を比較しながら
検討する病理学の研究を行う「腫瘍病理学部門」の
3 部門を設置しています。
　所長には光免疫療法の生みの親である小林久隆特
別教授（米国 NIH 国立衛生研究所主任研究員）が
就任。発足当初は限られた人数でスタートしますが、
今後、適切な人材の確保を進め、最終的には全体と
して総勢 30 名程度の規模とする予定です。設備及
び機器についてもさらなる拡充を行い、光免疫療法
の研究拠点としてふさわしい環境を構築し、国内外
の研究者と共同研究を積極的に行っていくことで、
大学や研究所だけでなく民間企業との共同研究も行
い、光免疫療法に関連する機器や器具の開発にも貢
献できればと考えています。

研究所のある枚方キャンパス医学部棟（左；北棟 4階、右；中央棟 7階、11 階に研究所は所在）
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杏林大学　竹内一夫名誉学長が逝去
～脳死判定基準をまとめる～

　杏林大学元学長で名誉学長の竹内一夫先生は、令和 3 年
12 月 8 日に逝去されました（98 歳）。
　竹内名誉学長は、昭和 21 年に東京帝国大学（当時）医
学部を卒業した後、東京大学講師、虎の門病院脳神経外
科部長などを経て、昭和 48 年に教授として本学に着任し、
医学部に脳神経外科学教室を開設しました。昭和 58 年か
らは医学部長、昭和 63 年から平成 10 年までは学長を務
めました。また、日本私立医科大学協会では、平成 7 年 6
月から平成 9 年 5 月まで、教育・研究部会担当副会長を
務めました。

　特筆すべき功績として、厚生省（当時）の特
別研究事業「脳死に関する研究班」の班長とし
て昭和 60 年に脳死判定基準をまとめました。
いわゆる「竹内基準」と呼ばれるこの判定基準
では、深い昏睡や自発呼吸の消失、脳波が 30
分以上平たんになるなどの項目を、必要な知識
と経験を持つ臓器移植に無関係な 2 人以上の医
師で確認するといった基準が設けられました。
また、6 歳未満の小児は対象外とされました。
その後国内では、平成 9 年に臓器移植法が施行
され、脳死からの臓器移植が行われるようにな
り、竹内基準は、日本の脳死臓器移植の確立に
道筋をつけるものとなりました。さらに、平成
12 年には 6 歳未満の小児の脳死判定基準も策
定しました。

　その他、現在は「もやもや病」として知られ、難病に指定されている、原因不明の脳血
管の病気の症例を昭和 30 年の段階で報告しました。
　このような長年にわたる医学、医療への多大な貢献に対して、平成 3 年には紫綬褒章を
受章しています。
　ここに生前の多大なる先生の功績を称え、謹んでご冥福をお祈りいたします。

竹内一夫先生
〔略歴〕
大正 12 年 生誕
昭和 21 年 東京帝国大学医学部卒業
昭和 32 年 東京大学講師
昭和 33 年 虎の門病院脳神経外科部長
昭和 48 年 杏林大学医学部教授
昭和 58 年 杏林大学医学部長
昭和 63 年－平成 10 年 杏林大学学長
平成 23 年 杏林大学名誉学長　
他　平成 3 年　紫綬褒章受章
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学校法人慈恵大学顧問
岡村哲夫先生ご逝去

　学校法人慈恵大学顧問、前理事長、東京慈恵会医科大学
第 9 代学長、名誉教授の岡村哲夫先生は、令和 3 年 8 月 3
日（火）に逝去されました。享年 91 でした。
　先生は、昭和 4 年 9 月 7 日神奈川県横浜市に生まれ、昭
和 30 年東京慈恵会医科大学を卒業されました。その後は、
循環器内科医師として研鑽された後、聖マリアンナ医科大
学に異動され多くの後進を指導されました。
　昭和 61 年に東京慈恵会医科大学の循環器内科教授に着任
してからは、内科学教授、附属病院長、学長、学校法人慈
恵大学理事長として、本学学祖の高木兼寛先生の建学の精
神を尊重した大学改革を先導されました。医学教育研究室
を開設し、医学教育の改善に努められ、教育改革の大きな

力になりました。病院と大学を組織図上明確に分け、患者中心の医学・医療のための改革
も推進されました。大学と附属病院の建築計画においても、患者と学生や教職員の交錯を
避けるという原則に立って建築計画を見直し、先ず入院棟建築に着手され、現在の中央棟
が平成 12 年に竣工、大学 1 号館が平成 14 年に竣工しました。
　また、一般社団法人日本私立医科大学協会では、広報委員長や教育・研究部会の副会長
を担当されました。とりわけ、教育・研究部会は、国の医師数適正化対策として行われた
医学部入学定員削減の要請に対する綿密な対応、医師国家試験出題基準の改善に関する対
応、初期臨床研修必修化に向けて研修医が研修に専念できる環境整備を求める折衝など、
様々な問題に取り組まれました。
　ここに生前の功績を偲び、謹んでご報告いたします。

「岡村哲夫先生を偲ぶ会」
令和 3年 11月 27日（土）

東京慈恵会医科大学 1 号館講堂
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日本私立医科大学協会　医学振興　第 94 号 訃報

地域医療振興協会会長・前日本医学会会長・自治医科大学名誉学長・
国立国際研究センター名誉総長・元東京大学医学部長・東京大学

名誉教授　髙久史麿先生ご逝去

　地域医療振興協会会長・前日本医学会会長・自治医科
大学名誉学長・国立国際研究センター名誉総長・元東京
大学医学部長・東京大学名誉教授　髙久史麿先生におか
れましては、令和 4 年 3 月 24 日（木）にご逝去されまし
た。91 歳でした。
　髙久先生は、昭和 6 年 2 月 11 日に東京に生まれ、昭和
29 年 3 月東京大学医学部医学科を卒業されました。その
後、東京大学医学部第三内科教授として、内科学全般の
研究に分子生物学及び分子遺伝学の研究手法をいち早く
導入し、臨床的テーマに対して基礎的アプローチによる
研究を精力的に行い、数々の優れた研究成果を上げられ
ました。また、多くの優秀な若手研究者の育成とその指

導で卓越した手腕を発揮し、その後の我が国における内科学研究の大きな潮流を引き起こ
す源流になったものとして高く評価されました。
　平成 8 年 4 月からは、自治医科大学の第 2 代学長に就任され、同大学のさらなる発展に
努め、地域の医療・福祉に挺身する気概と高度な臨床能力を身に付けた優秀な卒業生を各
都道府県に送り出すことによって、我が国の地域医療の発展に大きく寄与されました。同
大学では地域医療と並行して先端医学にも取り組み、大学全体の活性化をもたらし、髙久
先生のリーダーシップにより平成 15 年に 21 世紀 COE プログラムに採択され、「先端医科
学の地域医療への展開」をテーマに、研究活動を展開されました。さらに、分子病態治療
研究センターの研究からは、肺癌の原因遺伝子の発見、パーキンソン病に対する遺伝子治
療など、トランスレーショナル・リサーチの大きな研究成果が生み出されました。
　また、学会活動面では、日本内科学会理事長、日本内科学会会頭、日本血液学会理事長、
日本血液学会会長、日本癌学会会長などを歴任し、平成 11 年には、第 25 回日本医学会総
会会頭として、同学会創立 100 周年記念の総会を成功させました。さらに、平成 16 年か
らは日本医学会会長として、日本医学会全体の発展に尽力されました。
　これらの業績により、平成 6 年 4 月に紫綬褒章を受章され、平成 24 年 11 月に瑞宝大綬
章の栄誉に浴されました。
　ここに生前の多大なる先生の功績を称え、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
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《役職者の人事》
◎副学長
　酒井明夫（再任）
◎医学部長
　佐々木真理（再任）
◎附属病院長
　小笠原邦昭（再任）
◎附属内丸メディカルセンター長
　下沖　収（再任）
◎医歯薬総合研究所長
　平　英一（再任）
◎図書館長
　古山和道（新任）
◎いわて東北メディカル・メガバ
　ンク機構機構長
　佐々木真理（再任）
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付

《教授の人事》
◎医学部臨床腫瘍学講座
　岩谷　岳
　令和 4 年 3 月 1 日付
◎統合基礎講座衛生学公衆衛生学
　講座
　丹野高三
◎医学部呼吸器外科学講座
　出口博之
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付

《事務局の人事》
◎事務局長
　山本和博
　令和 4 年 4 月１日付

《名誉教授の称号授与》

岩手医科大学

日本大学

《人事異動》
◎教授就任
　木暮宏史（消化器肝臓内科学分野）
　令和 4 年 4 月 1 日付
◎教授退任
　森山光彦（消化器肝臓内科学分
　野）
　根東義明（医療管理学分野）
　以上、令和 4 年 3 月 31 日付

《人事》
◎基礎科学主任
　中村成夫（再任）
　令和 4 年 4 月 1 日付
◎大学院教授
　清家正博（呼吸器内科学分野）
　石井寛高（解剖学・神経生物学
　分野）
　令和 4 年 4 月 1 日付
　岩部真人（内分泌代謝・腎臓内
　科学分野）

日本医科大学

　令和 4 年 5 月 1 日付
◎教授
　福田いずみ（内分泌糖尿病代謝
　内科学分野）
　令和 3 年 10 月１日付
　長谷部孝（生物学分野）
　令和 4 年 4 月 1 日付
◎臨床教授
　井上潤一（武蔵小杉病院救命救
　急科）
　令和 4 年 4 月 1 日付
◎特任教授
　松山琴音
　Deshpande Gautam
　南　　砂
　以上、令和 3 年 10 月１日付
　貝瀬　満
　土佐眞美子
　北村義浩
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付
◎付属病院院長
　汲田伸一郎（再任）
◎武蔵小杉病院院長
　谷合信彦（再任）
◎多摩永山病院院長
　中井章人（再任）
◎千葉北総病院院長
　別所竜蔵（再任）
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付
◎知的財産推進センター長
　桑名正隆（再任）
　令和 3 年 12 月 1 日付
◎健診医療センター長
　村上隆介（再任）
　令和 4 年 1 月 1 日付

◎医学部耳鼻咽喉科学講座
　佐藤宏昭
◎統合基礎講座衛生学公衆衛生学
　講座
　坂田清美
◎医学部救急・災害・総合医学講
　座救急医学分野
　井上義博
　以上、令和 4 年 4 月１日付
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◎研究統括センター長
　弦間昭彦（再任）
　令和 4 年 2 月 1 日付
◎国際交流センター長
　小川　令（再任）
◎ ICT 推進センター長
　林　宏光（再任）
◎先端医学研究所所長
　福原茂朋（新任）
◎呼吸ケアクリニック所長
　日野光紀（再任）
◎成田国際空港クリニック所長
　赤沼雅彦（再任）
◎ワクチン療法研究施設所長
　廣田　薫（再任）
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付

《定年退職》
◎大学院教授
　杉原　仁（内分泌糖尿病代謝内
　科学分野）
　弦間昭彦（呼吸器内科学分野）
　田中信之（遺伝子制御学部門）
　小澤一史（解剖学・神経生物学
　分野）
◎教授
　岡　敦子（生物学）
　明樂重夫（女性診療科・産科）
　以上、令和 4 年 3 月 31 日付

《称号授与》
◎名誉教授
　田中信之
　杉原　仁
　弦間昭彦
　小澤一史
　明樂重夫
　岡　敦子
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付

《訃報》
　野村武夫名誉教授は、令和3年9
月25日に逝去されました。享年92
　庄司佑名誉教授は、令和 4 年 1
月22日に逝去されました。享年93
　野村俊明名誉教授は、令和4年1
月25日に逝去されました。享年67

東京医科大学

《法人》   
◎常務理事（退任）
　河島尚志（大学病院小児科・思
　春期科学分野主任教授）
　令和 4 年 3 月 31 日付
◎理事（就任） 
　福井次矢（茨城医療センター病
　院長）
　令和 3 年 10 月 1 日付
　御手洗征子（八王子医療センター
　副看護部長）
　令和 4 年 1 月 1 日付
◎理事（退任）
　清田朝子（大学病院看護部長） 
　令和 3 年 12 月 31 日付
　河島尚志（大学病院小児科・思
　春期科学分野主任教授）
　令和 4 年 3 月 31 日付

東邦大学

《教授人事》
◎教授就任
　大橋  靖（腎臓学講座）
　令和 4 年 2 月 1 日付
◎教授退任
　赤坂喜清（病理学講座）
　五十嵐良典（内科学講座消化器
　内科学分野）
　海老原覚（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学研究室）
　関口隆三（放射線医学講座）
　與田仁志（新生児学講座）
　渡邉善則（外科学講座心臓血管
　外科学分野）
　以上、令和 4 年 3 月 31 日付
◎名誉教授称号授与
　赤坂喜清
　五十嵐良典
　渡邉善則
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付

《大学》 
◎病院長（就任）
　福井次矢（茨城医療センター）
　令和 3 年 10 月 1 日付
◎主任教授（就任）
　本間　宙（救急・災害医学分野）
　令和 4 年 1 月 1 日付
　沢田哲治（リウマチ・膠原病内
　科学分野）
　令和 4 年 2 月 1 日付
　田栗正隆（医療ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ分野）
　赫　寛雄（神経学分野）
　山中　岳（小児科・思春期科学
　分野）
　永川裕一（消化器・小児外科学
　分野）
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付
◎教授（就任）
　平本正樹（生化学分野）
　令和 4 年 2 月 1 日付
　小林大輝（茨城医療センター内
　科系分野総合診療科）
　加藤雪彦（八王子医療センター
　内科関連分野皮膚科）
　中津川宗秀（八王子医療センター
　病院機能関連領域病理診断科）
　本田彰子（大学医学部看護学科）
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付
◎臨床教授（就任）
　荻原幸彦（麻酔科学分野）
　令和 4 年 1 月 1 日付
　三輪　隆（糖尿病・代謝・内分
　泌内科学分野）
　令和 4 年 4 月 1 日付
◎病院長（退任）
　小林正貴（茨城医療センター内
　科系分野腎臓内科）
　令和 3 年 9 月 30 日付
◎主任教授（退任）
　織田　順（救急・災害医学分野）
　令和 3 年 9 月 30 日付
　相澤仁志（神経学分野）
　河島尚志（小児科・思春期科学
　分野）
　土田明彦（消化器・小児外科学
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　分野）
　以上、令和 4 年 3 月 31 日付
◎教授（退任）
　小林正貴（茨城医療センター内
　科系分野腎臓内科）
　令和 3 年 9 月 30 日付
　Williams Jeremy David（国際
　医学情報学分野）
　沼部博直（小児科・思春期科学
　分野）
　河野　淳（耳鼻咽喉科・頭頸部
　外科学分野）
　以上、令和 4 年 3 月 31 日付
◎臨床教授（退任）
　荻原幸彦（麻酔科学分野）
　令和 4 年 3 月 31 日付

《名誉教授稱號授與》
　三木　保（医療の質・安全管理
　学分野）
　令和 3 年 9 月 1 日付
　小林正貴（茨城医療センター内
　科系分野腎臓内科）
　令和 3 年 10 月 1 日付

東京女子医科大学

《法人役員就任》
　浜田健一郎
　令和 3 年 11 月 25 日付

《教授就任》
　水主川純（母子総合医療センター
　教授）
　令和 3 年 9 月 30 日付
　大坪天平（東医療センター精神
　科教授）
　令和 3 年 11 月 25 日付
　髙木　博（東医療センター整形
　外科教授）
　令和 3 年 12 月 1 日付
　黒川　智（麻酔科学教授）
　久保田有一（附属足立医療セン
　ター脳神経外科教授）
　星野純一（腎臓内科学分野教授）
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付

《教授退任》
　柴田亮行（病理学（人体病理学・
　病態神経科学分野）教授）
　寺崎　仁（医療安全科教授）
　清水京子（消化器内科学分野教授）
　佐倉　宏（附属足立医療センター
　内科教授）
　糟谷英俊（附属足立医療センター
　脳神経外科教授）
　舩津英陽（附属八千代医療セン
　ター眼科教授）
　杉下智彦 （国際環境・熱帯医学
　教授）
　内田啓子（腎臓内科学分野教授）
　以上、令和 4 年 3 月 31 日付

東京慈恵会医科大学

《人事異動》
◎理事
　小島博己（就任）
　飯田　誠（就任）
　吉田　博（就任）
　竹森　重（就任）
　北　素子（就任）
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付
◎教授
　山寺　亘（精神医学講座）
　橋口正行（特任教授/臨床薬理学）
　以上、令和 3 年 11 月 1 日付
　石田祐一（特任教授 / 大学直属）
　令和 4 年 1 月 1 日付
　須永　宏（麻酔科学講座）
　令和 4 年 2 月 1 日付
　林　孝彰（眼科学講座）
　令和 4 年 3 月 1 日付
　木村高弘（泌尿器科学講座）
　越智小枝（臨床検査医学講座）
　須江洋成（臨床専任教授）
　藤井智子（麻酔科学講座）
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付

昭和大学

《就任関係》
◎医学部内科学講座（消化器内科
　学部門）（昭和大学江東豊洲病
　院勤務）教授（員外）（就任）
　伊藤敬義
　令和 3 年 11 月 1 日付
◎医学部眼科学講座（昭和大学江
　東豊洲病院勤務）教授（就任）
　岩渕成祐
　令和 3 年 12 月 1 日付
◎医学部外科学講座（心臓血管外
　科学部門）（昭和大学横浜市北
　部病院勤務）教授（就任）
　奥山　浩
◎医学部外科学講座（消化器・一
　般外科学部門）（昭和大学病院
　勤務）教授（員外）（就任）
　大塚耕司
　以上、令和 4 年 1 月 1 日付
◎医学部外科学講座（小児外科学
　部門）（昭和大学江東豊洲病院
　勤務）教授（就任）
　吉澤穣治
　令和 4 年 2 月 8 日付
◎医学部内科学講座（脳神経内科
　学部門）（昭和大学病院附属東
　病院勤務）教授（員外）（就任）
　村上秀友
◎医学部皮膚科学講座（昭和大学
　横浜市北部病院勤務）教授（員
　外）（就任）
　渡辺秀晃
◎医学部内科学講座（血液内科学
　部門）（昭和大学病院勤務）教
　授（就任）
　服部憲路
◎医学部皮膚科学講座（昭和大学
　藤が丘病院勤務）教授（就任）
　中田土起丈
◎医学部内科学講座（消化器内科
　学部門）（昭和大学横浜市北部
　病院勤務）教授（員外）（就任）
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　馬場俊之
◎医学部リハビリテーション医学
　講座（昭和大学横浜市北部病院
　勤務）教授（員外）（就任）
　依田光正
◎昭和大学名誉教授（授与）
　加藤進昌
◎昭和大学名誉教授（授与）
　鈴木　隆
◎昭和大学名誉教授（授与）
　髙橋浩二
◎昭和大学名誉教授（授与）
　田中一正
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付

《退任関係》
◎医学部麻酔科学講座（昭和大学
　藤が丘病院勤務）教授（定年退
　職）
　桑迫勇登

（客員教授に就任：昭和大学藤が
丘病院麻酔科勤務）
◎医学部内科学講座（血液内科学
　部門）（昭和大学病院勤務）教
　授（定年退職）
　中牧　剛

（特任教授に就任：昭和大学横浜
市北部病院脳神経外科勤務）
◎医学部総合診療医学講座（昭和
　大学江東豊洲病院勤務）教授（定
　年退職）
　弘重壽一
◎医学部麻酔科学講座（昭和大学
　江東豊洲病院勤務）教授（定年
　退職）
　原田浩史

（特任教授に就任：昭和大学江東
豊洲病院麻酔科勤務）
◎医学部外科学講座（消化器一般
　外科学部門）（昭和大学横浜市
　北部病院勤務）教授（定年退職）
　福成信博

（特任教授に就任：昭和大学横浜
市北部病院消化器外科勤務）
◎医学部外科学講座（乳腺外科学
　部門）（昭和大学病院勤務）教

　授（定年退職）
　中村清吾

（特任教授に就任：昭和大学病院
乳腺外科勤務）
◎医学部泌尿器学講座（昭和大学
　横浜市北部病院勤務）教授（定
　年退職）
　嘉村康邦

（特任教授に就任：昭和大学横浜
市北部病院泌尿器科勤務）
　以上、令和 4 年 3 月 31 日付

順天堂大学

《人事異動》
◎学長
　新井　一（再任）
　令和 4 年 4 月 1 日～令和 6 年 3
　月 31 日
◎大学院医学研究科長、医学部長
　服部信孝（再任）
　令和 4 年 4 月 1 日～令和 6 年 3
　月 31 日
◎大学院医学研究科副研究科長、
　医学部副学部長
　横溝岳彦
　綿田裕孝
　以上、令和 4 年 4 月 1 日～令和
　6 年 3 月 31 日
◎医学部附属順天堂医院院長
　髙橋和久（再任）
　令和 4 年 4 月 1 日～令和 6 年 3
　月 31 日
◎医学部附属静岡病院院長
　佐藤浩一（再任）
　令和 4 年 4 月 1 日～令和 6 年 3
　月 31 日
◎医学部附属順天堂東京江東高齢
　者医療センター院長
　宮嶋雅一（再任）
　令和 4 年 4 月 1 日～令和 6 年 3
　月 31 日
◎医学部附属練馬病院院長
　児島邦明（再任）
　令和 4 年 4 月 1 日～令和 6 年 3

　月 31 日
◎教授就任
　和田裕雄（公衆衛生学）
　安藤美樹（血液内科学）
　松本文彦（耳鼻咽喉科学）
　以上、令和 3 年 10 月 1 日付
　ニヨンサバ　フランソワ（アトピー
　疾患研究センター、医療通訳）
　令和 3 年 11 月 1 日付
　鈴木  仁（腎臓内科学（浦安病院））
　井尾浩章（腎臓内科学（練馬病院））
　森本真司（膠原病・リウマチ内
　科学（浦安病院））
　田端　実（心臓血管外科学）
　以上、令和 3 年 12 月 1 日付
　加藤洋一（循環器内科学）
　岩渕和久（環境医学研究所）
　以上、令和 4 年 2 月 1 日付
　八木田秀雄（免疫診断学講座）
　令和 4 年 3 月 1 日付
　大林　治（整形外科・運動器医
　学（静岡病院））
　武藤　智（泌尿器外科学（練馬
　病院））
　河村和弘（産婦人科学）
　長島道生（麻酔科学）
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付
◎教授定年退職
　切替照雄（微生物学）
　宮内克己（循環器内科学（高齢
　者医療センター））
　椎名秀一朗（消化器画像診断・
　治療学）
　瀬山邦明（呼吸器内科学）
　大日方薫（小児思春期発達・病
　態学（浦安病院））
　坂本善郎（泌尿器外科学（練馬
　病院））
　村上　晶（眼科学）
　太田俊彦（眼科学（静岡病院））
　笹井啓資（放射線治療学）
　直居　豊（放射線治療学（練馬
　病院））
　林田眞和（麻酔科学）
　佐藤大三（麻酔科学）
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　田中　裕（救急・災害医学（浦
　安病院））
　林　明人（リハビリテーション
　医学（浦安病院））
　以上、令和 4 年 3 月 31 日付
◎特任教授就任
　松本征仁（ダイレクトリプログ
　ラミング再生医療学講座）
　令和 3 年 10 月 1 日～令和 4 年
　3 月 31 日
　宮内克己（循環器内科学（高齢
　者医療センター））
　椎名秀一朗（消化器画像診断・
　治療学）
　坂本善郎（泌尿器外科学（練馬
　病院））
　村上　晶（眼科学）
　太田俊彦（眼科学（静岡病院））
　直居　豊（放射線治療学（練馬
　病院））
　林田眞和（麻酔科学）
　田中　裕（救急・災害医学（浦
　安病院））
　伊藤澄信（革新的医療技術開発
　研究センター）
　切替照雄（マイクロバイオーム
　研究講座）
　大日方薫（集団感染予防学講座）
　林　明人（次世代ビューティ＆
　ウェルネス医療研究講座）
　以上、令和 4 年 4 月 1 日～令和
　5 年 3 月 31 日
◎名誉教授就任
　村上　晶
　笹井啓資
　林　明人
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付

関西医科大学

《人事》
◎評議員辞任
　野村昌作
　浦上昌也
　磯　彰格

　以上、令和 4 年 3 月 31 日付
◎評議員就任
　中森　靖
　大宮美香
　今村知明
　坂部一夫
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付
◎教授就任
　石丸裕康（理事長特命教授：総
　合診療医学講座（地域医療学））
　令和 3 年 10 月 1 日付
　井上健太郎（診療教授：外科学
　講座（上部消化管外科担当））
　令和 3 年 12 月 1 日付
　伊藤量基（教授：内科学第一講座）
　倉田宝保（教授：呼吸器腫瘍内
　科学講座）
　蓮尾英明（教授：心療内科学講座）
　小林久隆（特別教授：附属光免
　疫医学研究所）
　福山英啓（研究所教授：附属光
　免疫医学研究所免疫部門担当）
　日笠幸一郎（研究所教授：附属
　生命医学研究所ゲノム解析部門
　担当）
　善甫宣哉（理事長特命教授：附属
　病院心臓血管外科血管外科担当）
　天神博志（理事長特命教授：附
　属病院脳神経外科脳血管内治療
　科担当）
　高橋延行（理事長特命教授：香
　里病院腎臓病センター）
　浦上昌也（理事長特命教授：くず
　は駅中健康・健診センター（仮称））
　野村昌作（理事長特任教授：総合
　医療センター血栓止血センター）
　植村芳子（学長特命教授：病理
　学講座／総合医療センター病理
　診断科）
　兒島由佳（センター教授：附属
　病院歯科・口腔外科・口腔ケア
　センター担当）
　石﨑優子（診療教授：小児科学
　講座小児科（総合医療センター）
　担当）

　以上、令和 4 年 4 月 1 日付
◎教授退任
　鈴鹿有子（学長特任教授：国際
　交流センター）
　令和 3 年 12 月 17 日付
　福永幹彦（教授：心療内科学講座）
　金本真也（診療教授：心臓血管
　外科学講座）
　中嶋康文（診療教授：麻酔科学
　講座）
　以上、令和 4 年 3 月 31 日付

《役職員人事》
◎総合医療センター病院長
　杉浦哲朗（再任）
◎香里病院病院長
　岡崎和一（再任）
◎くずは病院病院長
　高山康夫（再任）
◎天満橋総合クリニック院長
　大宮美香（新任）
◎総合医療センター病院長付特別
　顧問
　川副浩平（再任）
◎香里病院顧問
　神崎秀陽（再任）
◎くずは病院顧問
　今村洋二（新任）
◎医学部教務部長
　岡田英孝（新任） 
◎学生部長
　西山利正（再任）
◎大学院医学研究科教務部長
　人見浩史（再任）
◎国際化推進センター長
　友田幸一（新任）
◎倫理審査センター長　
　蔦　幸治（再任）
◎附属光免疫医学研究所長
　小林久隆（新任）
◎附属生命医学研究所長
　木梨達雄（再任）
◎卒後臨床研修センター長
　岡田英孝（新任） 
◎地域医療センター長
　木下秀文（新任）
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　李　相雄（一般・消化器外科学）
　令和 4 年 4 月 1 日付
◎専門教授（就任）
　武内　徹（内科学Ⅳ）
　令和 3 年 11 月 1 日付
◎特別職務担当教員（教授）（就任）
　斯波真理子（循環器センター）
　令和 4 年 4 月 1 日付
◎事務局長（就任）
　小河　宏
　令和 4 年 4 月 1 日付

《法人》
◎常務理事
　岩井　一（退任）
　令和 4 年 3 月 31 日付
　岩井　一（就任）
　令和 4 年 4 月 1 日付
◎理事
　假野隆司（退任）
　木田　稔（退任）
　以上、令和 3 年 10 月 31 日付
　假野隆司（就任）
　木田　稔（就任）
　以上、令和 3 年 11 月 1 日付
　佐々木茂夫（退任）
　令和 3 年 12 月 31 日付
　岩井　一（退任）
　令和 4 年 3 月 31 日付
　岩井　一（就任）
　田中和子（就任）
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付
◎監事
　櫻井謙次（退任）
　令和 4 年 3 月 31 日付
　櫻井謙次（就任）
　令和 4 年 4 月 1 日付

《人事》
◎教授（退任）
　内山和久（一般・消化器外科学）
　樋口和秀（内科学Ⅱ）
　以上、令和 4 年 3 月 31 日付
◎専門教授（退任）
　寺﨑文生（医学教育センター）
　令和 4 年 3 月 31 日付
◎特別職務担当教員（教授）（退任）
　奥田準二（がん医療総合センター）
　令和 3 年 12 月 31 日付
◎教授（就任）

大阪医科薬科大学

《副学長退任》
　志波直人
　令和 4 年 3 月 31 日付

《役職者の退任》
◎先端癌治療研究センター所長
　山田　亮
　令和 4 年 3 月 31 日付

《役職者の就任》
◎先端癌治療研究センター所長
　古賀浩徳
◎高次脳疾患研究所長（再任）
　山下裕史朗
◎バイオ統計センター所長（再任）
　古川恭治
◎認定看護師教育センター長 （再任）
　三橋睦子
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付

《教授の退任》
◎医学部医学科内科学講座（消化
　器内科部門）
　鳥村拓司（定年）
　光山慶一（定年）
◎医学部附属病院医療安全管理部
　田中芳明（定年）
◎医学部附属病院臨床検査部
　中島　収（定年）
◎先端癌治療研究センター（がん
　ワクチン分子部門）
　山田　亮（定年）
　以上、令和 4 年 3 月 31 日付

《教授の就任》

久留米大学

◎医学部医学科外科学講座（小児
　外科部門）
　加治　建
　令和 3 年 11 月 1 日付
◎医学部医学科免疫学講座
　溝口恵美子
　令和 4 年 1 月 1 日付
◎医学部医学科整形外科学講座
　平岡弘二
◎医学部医学科内科学講座（消化
　器内科部門） 
　川口　巧
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付

《特命教授の就任》
◎学長直属
　田中芳明
　山田　亮
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付

聖マリアンナ医科大学

《教授定年退職》
　成田早苗（医学教育文化部門）
　（語学系）
　鈴木　登（免疫学・病害動物学）
　向井敏二（法医学）
　伊東文生（内科学（消化器・肝
　臓内科））
　田中雄一郎（脳神経外科学）
　肥塚　泉（耳鼻咽喉科学）
　以上、令和 3 年 3 月 31 日付

《退職》
　山田隆之（病院教授）（放射線
　医学（画像診断・IVR）） （西部
　病院）
　永納和子（特任教授）（麻酔学） 
　（西部病院）
　松下和彦（特任教授）（整形外
　科学）（多摩病院）
　井上　肇（特任教授）（形成外
　科・再生医療学（ｱﾝﾌｧ （ー株））（寄
　附講座）
　以上、令和 3 年 3 月 31 日付

《任命》
　宮部斉重（主任教授）（免疫学・

◎大学情報センター長　
　谷川　昇（再任）
◎オール女性医師キャリアセンター長
　植村芳子（再任）
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付
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◎副院長
　久松理一
◎診療科長
　長島文夫（腫瘍内科）
　中冨浩文（脳神経外科）
　安樂真樹（呼吸器・甲状腺外科）
　長谷川浩（救急総合診療科）
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付

《名誉教授称号授与》
　渡邊　卓（学長）
　令和 4 年 4 月 1 日付

《退任》
◎理事長
　松田博青（4 月理事就任）
◎学長
　大瀧純一（4 月特任教授就任）
◎教授（定年退任） 
　古瀬純司（腫瘍内科学）
　森　秀明 （消化器内科学、4 月
　特任教授就任）
　木﨑節子（衛生学公衆衛生学、
　4 月客員教授就任）
　以上、令和 4 年 3 月 31 日付

　病害動物学）
　呂　彩子（主任教授）（法医学）
　大池信之（主任教授）（病理学（分
　子病理））
　大平善之（主任教授）（内科学（総
　合診療内科））
　立石敬介（主任教授）（内科学（消
　化器内科））
　古田繁行（主任教授）（外科学（小
　児外科））
　村田英俊（主任教授）（脳神経
　外科学）
　小森　学（主任教授）（耳鼻咽
　喉科学）
　小島宏司（教授）（外科学（呼
　吸器外科））（大学病院）
　中川敦夫（教授）（神経精神科学）
　（大学病院）
　岩﨑俊之（教授）（小児科学（小
　児科））（多摩病院）
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付
※令和 4 年 4 月 1 日より、現病院
教授の名称を「教授」とする。

杏林大学医学部付属病院
「当院を基地病院として、東京都ドクターヘリが運用を開始」

　杏林大学医学部付属病院を基地病院として、東京都は救急医療体制のさらなる充実を図るため、
ドクターヘリの運用を 3 月 31 日から開始しました。
　これまで東京都は東京消防庁と連携して、東京型ドクターヘリを多摩や島しょ地域において運
用してきましたが、新たに導入した小型の専用ドクターヘリは、短時間での離陸などの機動力が
高く、特に多摩地域で救急医療体制を充実させることができます。
　普段は、当院と協力病院 2 施設のいずれかの医師・看護師がドクターヘリの駐機する立川市内
の基地に待機し、状況に応じて都内に約 100 ヵ所指定されたランデブーポイントから患者を搬入
し、機内で治療を行いながら、当院や協力病院等の救命救急センターへ搬送します。これにより、
一段と迅速な救命処置に努めていきます。

当院第 3病棟屋上ヘリポート 患者受入れ訓練の様子

杏林大学

《役員人事》
◎理事長
　松田剛明　
◎学長
　渡邊　卓
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付

《医学部人事》
◎学部長
　平形明人
◎教授（就任）
　井上　真（眼科学）
　森井健司（整形外科学）
　吉野　浩（臨床教授）（小児科学）
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付
　安樂真樹（呼吸器・甲状腺外科学）
　長谷川浩（総合医療学）
　以上、令和 4 年 1 月 1 日付

《病院人事》
◎病院長
　近藤晴彦
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《教授就任》
　椎野泰和（救急医学）
　黒川勝己（神経内科学）
　以上、令和 3 年 10 月 1 日付
　上原慎也（泌尿器科学）
　令和 3 年 11 月 1 日付
　中野貴司（小児科学）
　令和 4 年 2 月 1 日付
　平　成人（乳腺甲状腺外科学）
　大石智洋（臨床感染症学）
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付

《教授退任》
　嶋　雄一（解剖学）
　令和 3 年 9 月 30 日付
　石原克彦（免疫学）
　永井　敦（泌尿器科学）
　川本　豊（新生児科学）
　塩田　充（婦人科腫瘍学）
　紅林淳一（乳腺甲状腺外科学）
　日野啓輔（肝胆膵内科学）
　以上、令和 4 年 3 月 31 日付

川崎医科大学

帝京大学

《人事異動》
◎医学部長
　川村雅文（医学部外科学講座主
　任教授）
◎医学部附属病院病院長
　坂本哲也（医学部救急医学講座
　教授）
◎医学部附属溝口病院病院長
　原　眞純（医学部附属溝口病院
　第四内科学講座主任教授）
◎ちば総合医療センター病院長
　井上大輔（ちば総合医療センター
　第三内科学講座教授）（新規）
◎大学院医学研究科長
　園生雅弘（医学部神経内科学講
　座主任教授）
　以上、令和4年4月1日付
◎教授

藤田医科大学

《役員人事》
◎理事長
　星長清隆（重任）
　令和 3 年 10 月 2 日付
◎学園長
　小野雄一郎（重任）
　令和 3 年 10 月 2 日付
◎常務理事
　野田憲一（重任）
　岩田仲生（就任）
　以上、令和 3 年 10 月 2 日付
◎理事
　小野雄一郎（重任）
　野田憲一（重任）
　堀口明彦（重任）
　白木良一（重任）
　星長清隆（重任）
　齋藤邦明（重任）
　金田嘉清（重任）
　岩田仲生（重任）

　竹田　扇（医学部解剖学講座）
　（採用）
　令和 3 年 11 月 1 日付
　小林俊輔（医学部神経内科学講
　座）（昇任）
　今水流智浩（医学部心臓血管外科
　学講座）（昇任）
　庄島正明（医学部脳神経外科学
　講座）（採用）
　以上、令和 3 年 12 月 1 日付
◎主任教授
　竹田　扇（医学部解剖学講座）
　（昇任）
　令和 4 年 4 月 1 日付
◎教授
　淺山　敬（医学部衛生学公衆衛
　生学講座）（昇任）
　金子一郎（医学部救急医学講座）
　（昇任）
　鈴木　卓（医学部救急医学講座）
　（昇任）
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付

　近松　均（重任）
　以上、令和 3 年 10 月 2 日付
　齋藤英彦（重任）
　渡辺捷昭（重任）
　以上、令和 3 年 10 月 10 日付
　眞野惠子（重任）
　令和 4 年 1 月 1 日付
　真田弘美（就任）
　令和 4 年 4 月 1 日付
◎監事
　村上文男（就任）
　稲垣　靖（就任）
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付

《役員の退任》
◎監事
　塚田弘志
　令和 4 年 3 月 31 日付

《役職者人事》
◎大学事務局長
　久保田信（就任）
　令和 3 年 11 月 1 日付
◎高度救命救急センター長
　船曵知弘（就任）
　令和 4 年 2 月 1 日付

《教授の就任》
　金治有彦（整形外科機能再建学）
　令和 3 年 10 月 1 日付
　島田佳明（眼科学）
　令和 3 年 12 月 1 日付
　酒井尚雄（病理診断学）
　令和 3 年 12 月 21 日付
　吉本潤一郎（医用データ科学）
　髙原武志（総合消化器外科学）
　以上、令和 4 年 1 月 1 日付
　勝野秀稔（外科学（岡崎医療セ
　ンター））
　令和 4 年 3 月 1 日付
　上原由紀（感染症科）
　野村隆士（生命科学）
　大塚幸喜（先端ロボット ･ 内視
　鏡手術学）
　廣瀨正裕（内科学（ばんたね病院））
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付

《教授の退職》
　平川昭彦（総合消化器外科学）



医大協ニュース 令和 4年 5月 19 日

45

愛知医科大学

《理事・監事の異動》
◎理事長
　祖父江元（再任）
　令和４年１月 28 日付
◎理事
　浅井富成（退任）
　令和 3 年 9 月 30 日付
　福澤嘉孝（新任）
　令和 3 年 10 月 1 日付
　坂井克彦（退任）
　那須國宏（退任）
　山内一征（退任）
　以上、令和 4 年 1 月 27 日付
　若槻明彦（再任）
　道勇　学（再任）
　羽生田正行（再任）
　坂本真理子（再任）
　島田孝一（再任）
　羽根田雅巳（再任）
　伊藤恭彦（新任）
　岩船徹雄（再任）
　福澤嘉孝（再任）
　内海　眞（再任）
　齋藤　勉（新任）
　柵木充明（再任）
　真能秀久（新任）
　山口　力（再任）
　以上、令和 4 年 1 月 28 日付
　若槻明彦（退任）
　令和 4 年 3 月 31 日付
　笠井謙次（新任）

　令和 4 年 4 月 1 日付
◎監事
　岡田　忠（再任）
　令和 4 年 1 月 28 日付

《役職者人事》
◎医学部長
　若槻明彦（産婦人科学講座）（退任）
　令和 4 年 3 月 31 日付
　笠井謙次（病理学講座）（就任）
　令和 4 年 4 月 1 日付
◎看護学部長
　坂本真理子（看護学部教授）（再任）
　令和 4 年 4 月 1 日付

《教授人事》
◎教授・特命教授
　【採用】
　伊藤恭彦（経営戦略推進本部・
　特命教授）
　山口悦郎（大学・特命教授）
　山田純生（内科学講座（循環器
　内科）・特命教授）
　馬場研二（ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ兼呼吸器・
　ｱﾚﾙｷﾞｰ内科・特命教授）
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付
　【昇任配置換】
　久保昭仁（臨床腫瘍ｾﾝﾀｰ（腫瘍
　内科部門）・教授）
　矢野智紀（臨床腫瘍ｾﾝﾀｰ（腫瘍
　外科部門）・教授）
　以上、令和 3 年 10 月 1 日付
　石本卓嗣（内科学講座（腎臓・
　ﾘｳﾏﾁ膠原病内科）・教授）
　令和 4 年 4 月 1 日付
　【配置換】
　前川正人（総合診療医学講座・
　教授）
　古川洋志（形成外科学講座・教授）
　三鴨廣繁（臨床感染症学講座・
　教授）
　都築豊徳（病理診断学講座・教授）
　風岡宜暁（歯科口腔外科学講座・
　教授）
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付
　【退職】
　中野　隆（解剖学講座・教授）

　令和 3 年 12 月 31 日付
　佐藤美信（総合消化器外科学）
　令和 4 年 2 月 20 日付
　谷澤貞子（循環器内科学）
　内海俊明（消化器外科学）
　加賀谷斉（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学Ⅰ）
　平野耕治（眼科）
　以上、令和 4 年 3 月 31 日付

《名誉教授称号授与》
　橋本修二
　令和 4 年 4 月 1 日付

　上田龍三（腫瘍免疫寄附講座・
　教授）
　伊藤恭彦（内科学講座（腎臓・
　ﾘｳﾏﾁ膠原病内科）・教授）
　出家正隆（整形外科学講座・教授）
　木村伸也（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学講座・
　教授）
　馬場研二（ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ・教授）
　以上、令和 4 年 3 月 31 日付
◎教授（特任）
　【採用】
　各務秀明（歯科口腔外科・教授）
　（特任）
　令和 4 年 1 月 1 日付
　高橋伸典（整形外科学講座・教
　授）（特任）
　令和 4 年 2 月 1 日付
　尾川貴洋（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学講座・
　教授）（特任）
　令和 4 年 3 月 1 日付
　三木篤也（近視進行抑制寄附講
　座・教授）（特任）
　令和 4 年 4 月 1 日付
　【昇任】
　渡邉　督（脳神経外科学講座・
　教授）（特任）
　大嶋雄一郎（皮膚科学講座・教
　授）（特任）
　内田育恵（耳鼻咽喉科・頭頸部
　外科学講座・教授）（特任）
　勝野敬之（ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀ・ー教授）（特任）
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付
　【配置換】
　脇田嘉登（総合診療医学講座・
　教授）（特任）
　各務秀明（歯科口腔外科学講座・
　教授）（特任）
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付
　【退職】
　畠山　登（麻酔科学講座・教授）
　（特任）
　令和 4 年 3 月 31 日付
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兵庫医科大学

《役員の人事》
◎常務理事
　松村昭夫（新任）
　令和 4 年 4 月 1 日付
　西岡　清（退任）
　令和 4 年 3 月 31 日付
◎理事
　西岡　清（重任）

　阪上雅史（重任）
　鈴木敬一郎（重任）
　片山　覚（重任）
　空地顕一（重任）
　藤岡宏幸（重任）
　池内浩基（新任）
　田中稔之（新任）
　石藏礼一（新任）
　大江与喜子（新任）
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付
　三輪洋人（退任）
　前田初男（退任）
　清水聡一郎（退任）
　夏苅千晶（退任）
　以上、令和 4 年 3 月 31 日付
◎監事
　森田泰夫（重任）

金沢医科大学
「図書館リニューアル」

　金沢医科大学では、施設の経年劣化、老朽化に対応するため、図書館の閲覧
エリアを医学教育棟の1階に移設し、令和4年4月1日に、新しく開館しました。
　新しい図書館の基本コンセプトは、『学生のための図書館』、『静かな学習環
境』、『学生・研究者のためのハイブリッドライブラリー』の 3 つです。図書館
の閲覧エリアは、学生自習室を改修した図書室（座席数 24 席）と、従来の講
義室を運用変更した閲覧室（座席数 210 席）から構成されます。
　閲覧室は、図書室に隣接し、学生の自学自習の場として運用すると共に、講義、
セミナー、ワークショップ、勉強会、学会等においても、利用できます。図書
室には、利用頻度の高い学生用指定図書を中心に、医学・看護学およびその周
辺領域の図書館資料（約 3 万冊）を配架し、コンパクトで利用しやすく、明る

いオープンな環境となっています。施設面で
のセキュリティが改善されたことから、日曜・
祝日等の休館日を除き、7 時から 24 時までの
開館が可能となりました。早朝・夜間は無人
開館です。
　医学教育棟 1 階を俯瞰すると、玄関→エン
トランス→学生ラウンジ→グループ学習室→
閲覧室→図書室と、奥まるにしたがい静かな
空間となるゾーニングです。図書室は、最も
静かなエリアです。医学教育棟 1 階は Wi-Fi

環境が整っており、図書室の各席には電源と照明が装備され、ノート PC やモバイル端末による電子リ
ソースの利用に配慮されています。
　新しい図書館は、病院に隣接し、廊下でつながっており、病院からの動線から、今後は、医師、研修
医、スチューデント・ドクター、看護師、メディカル・スタッフの利用が想定され、図書館にとっては、
新規利用者の開拓が期待できます。
　一方、図書館機能が含まれたことにより、医学教育棟は、大学・病院の接点に位置する複合施設として、
様々な人が出会い、様々な情報と接する場になることが期待されます。

図書館入口

図書館内

福岡大学

《医学部医学科人事》
◎教授定年退職
　鍋島一樹（病理学）
　井上　亨（脳神経外科学）
　以上、令和 4 年 3 月 31 日付
◎教授就任
　濵﨑　慎（病理学）
　安部　洋（脳神経外科学）
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付

金沢医科大学

◎教授／講座主任
　熊代尚記（糖尿病・内分泌内科

　学）（就任）
　令和 4 年 1 月 1 日付
　北村守正（頭頸部外科学）（就任）
　令和 4 年 4 月 1 日付
　上田善道（病理学Ⅱ）（退職）
　令和 4 年 3 月 31 日付
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　任期：令和 4 年 4 月 1 日～令和
　6 年 3 月 31 日
◎教務部長
　楫　　靖（再任）
　任期：令和 4 年 4 月 1 日～令和
　6 年 3 月 31 日
◎大学病院長
　麻生好正（新任）
　任期：令和 4 年 4 月 1 日～令和
　7 年 3 月 31 日
◎大学病院副院長
　入澤篤志（新任）
　任期：令和 4 年 4 月 1 日～令和
　7 年 3 月 31 日
　吉原重美（再任）
　任期：令和 4 年 4 月 1 日～令和
　6 年 3 月 31 日
　福田宏嗣（新任）
　任期：令和 4 年 4 月 1 日～令和
　7 年 3 月 31 日
　釜井隆男（再任）
　任期：令和 4 年 4 月 1 日～令和
　7 年 3 月 31 日
◎日光医療センター病院長
　安　隆則（再任）
　任期：令和 4 年 4 月 1 日～令和
　6 年 3 月 31 日
◎日光医療センター副院長
　長田伝重（再任）
　任期：令和 4 年 4 月 1 日～令和
　6 年 3 月 31 日
　山口　悟（再任）
　任期：令和 4 年 4 月 1 日～令和
　6 年 3 月 31 日
　杉村浩之（新任）
　任期：令和 4 年 4 月 1 日～令和
　6 年 3 月 31 日
◎事務局長
　坂本悦男（新任）
　令和 4 年 4 月 1 日付

《教授の就任》
　稲見　聡（整形外科学）
　川本進也（日光医療センター心
　臓・血管・腎臓内科）
　以上、令和 3 年 10 月 1 日付

自治医科大学

《役員の異動》
◎理事
　内堀雅雄（就任）
　令和 4 年 1 月 19 日付
　古尾谷光男（退任）
　令和 4 年 3 月 31 日付

《大学の人事》
◎病院長
　佐田尚宏（退任）
　令和 4 年 3 月 31 日付
　川合謙介（就任）
　令和 4 年 4 月 1 日付
◎副病院長
　山本博徳（退任）
　山形崇倫（退任）

　竹内　護（退任）
　川合謙介（退任）
　長田太助（退任）
　以上、令和 4 年 3 月 31 日付
　竹下克志（就任）
　松村正巳（就任）
　西野　宏（就任）
　藤原寛行（就任）
　新保昌久（就任）
　今井　靖（就任）
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付
◎卒後指導部長
　髙本和彦（退任）
　令和 4 年 3 月 30 日付
　岩﨑容子（就任）
　令和 4 年 4 月 1 日付

獨協医科大学

《学校法人獨協学園の人事》
◎理事の就任（新任）
　種市　洋（副学長・医学部長）
　任期：令和 4 年 4 月 1 日～令和
　5 年 8 月 1 日
　麻生好正（大学病院長）
　任期：令和 4 年 4 月 1 日～令和
　5 年 8 月 1 日
　坂本悦男（事務局長）
　任期：令和 4 年 4 月 1 日～令和
　5 年 8 月 1 日
◎評議員の就任（新任）
　小橋　元（副学長）
　任期：令和 4 年 4 月 1 日～令和
　5 年 8 月 1 日

《役職者の就任》
◎副学長
　種市　洋（新任）
　任期：令和 4 年 4 月 1 日～令和
　6 年 3 月 31 日
◎医学部長
　種市　洋（新任）
　任期：令和 4 年 4 月 1 日～令和
　6 年 3 月 31 日
◎大学院医学研究科長
　杉本博之（新任）

　令和 4 年 4 月 1 日付
《学長の人事》
　野口光一（重任）
　令和 4 年 4 月 1 日付

《医学部長の人事》
　辻村　亨（新任）
　令和 4 年 4 月 1 日付

《教授の人事》
◎主任教授就任
　廣野誠子（消化器外科学）
　令和 4 年 1 月 1 日付
　中込隆之（先端医学研究所神経
　再生研究部門）
　古江秀昌（生理学神経生理部門）
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付
◎主任教授退任
　野口光一（解剖学神経科学部門）
　（定年退職）
　三輪洋人（消化器内科学）（定
　年退職）
　以上、令和 4 年 3 月 31 日付
◎名誉教授称号授与
　野口光一（解剖学神経科学部門）
　三輪洋人（消化器内科学）
　阪上雅史（耳鼻・頭頸部外科学）
　西　信一（集中治療医学）
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付
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　飯田拓也（形成外科学）
　令和 3 年 12 月 1 日付
　今井陽一（内科学（血液 ･ 腫瘍））
　令和 4 年 3 月 1 日付
　賴　建光（内科学（腎臓・高血圧））
　青木　琢（外科学（肝・胆・膵））
　小飼貴彦（ゲノム診断 ･ 臨床検
　査医学）
　成瀨勝彦（産科婦人科学）
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付

《役職者就任》
◎常務理事、病院部門部門長、病
　院本部本部長
　飯田政弘
◎副学長（医系担当）、医学部長、ﾒﾃ゙
　ｨｶﾙｻｲｴﾝｽｶﾚｯｼ゙ ･ ﾌ゚ ﾛﾎ゙ ｽﾄ、病院本部副
　本部長（教育研究担当）
　森　正樹
◎病院本部副本部長（診療担当）、
　医学部付属病院長、医学部副学
　部長
　渡辺雅彦
◎常務理事、病院本部副本部長（経
　営担当）
　八木憲司
◎病院本部ｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ（情報ｼｽﾃﾑ

東海大学

　担当）、医学部付属病院副院長
　小川吉明
◎病院本部病院運営企画室ｾﾞﾈﾗﾙﾏ
　ﾈｰｼﾞｬｰ、医学部付属病院事務部
　ｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ
　原　義徳
◎大学院医学研究科長
　小林広幸
◎医学部副学部長、医学部医学科長
　川田浩志
◎医学部副学部長、医学部付属病院
　副院長
　大上研二
◎医学部副学部長
　秦野伸二
　中村直哉
　深川雅史
　小澤秀樹
◎医学部付属病院副院長
　吉岡公一郎
　浅野浩一郎
　岩﨑正之
◎医学部付属東京病院長
　西﨑泰弘
◎医学部付属東京病院副院長
　千野　修
　白石光一
◎医学部付属大磯病院長
　島田英雄

一般社団法人日本私立医科大学協会　賛助会員一覧（※順不同）

中外製薬株式会社  株式会社スズケン  　大塚製薬株式会社
田辺三菱製薬株式会社  株式会社メディセオ  　株式会社 LIXIL
エーザイ株式会社  武田薬品工業株式会社  　ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞﾌｨﾙﾀｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ株式会社
アステラス製薬株式会社 大鵬薬品工業株式会社  　株式会社メディカルファーマシィー
アルフレッサ株式会社  パラマウントベッド株式会社 　メディアスホールディングス株式会社
第一三共株式会社  協和キリン株式会社  　パラテクノ株式会社
塩野義製薬株式会社  株式会社 LSI メディエンス 　株式会社エイチ・エー・エルシステムズ
住友ファーマ株式会社  株式会社アルメックス  　株式会社EPARK
東邦薬品株式会社  株式会社ホスピタルヘルスケア  　株式会社日経サービス
Meiji Seikaファルマ株式会社 テルモ株式会社  　グリーンホスピタルサプライ株式会社
今井印刷株式会社  株式会社日建設計  　株式会社教育広報社
アイティーアイ株式会社

◎医学部付属大磯病院副院長
　豊倉　穣
　島田　恵
◎医学部付属八王子病院長
　向井正哉
◎医学部付属八王子病院副院長
　野川　茂
　鈴木孝良
　鈴木育宏

《教授就任》
　水野勝宏（専門診療学系ﾘﾊﾋﾞﾘﾃ
　ｰｼｮﾝ科学）
　徳原　真（専門診療学系緩和医
　療学）

《臨床教授就任》
　吉町文暢（内科学系循環器内科学）
　護山健悟（総合診療学系健康管
　理学）
　以上、令和 4 年 4 月 1 日付

産業医科大学

《役員就任》
◎理事
　竹越　徹　（新任）
　令和 4 年 3 月 8 日付

《教授の就任》　
　蒲地正幸（救急医学）（就任）
　令和 4 年 4 月 1 日付
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　　　Ⅰ．自由民主党「社会保障制度調査会医療委員会　医師の働き方改革の施行に関するPT」
　　　　への対応について

　本協会三役会は、令和 4 年 3 月 24 日に緊急三役
会を開催し、医師の働き方改革と医師確保策に関す
る議論を行った。
　当日は、厚生労働省の坪井宏徳医政局医事課医師・
看護師等働き方改革推進官から「医師の働き方改革」
についての進捗状況と、同省の山本英紀医政局医事
課長から「医師確保策」に関する説明があった。
　医師の働き方改革と医師確保策については、医師
数の地域間格差並びに診療科間偏在問題があり、こ
の状況に対応することなく医師の働き方改革を進め
ると医療崩壊を招く懸念があることから、小川会長
が医師の働き方改革に関する問題点を提示して地域
医療への影響を中心とした考えを述べた。
　これを受けて、本緊急三役会に於いて協議・意見
交換を行い、本協会の取るべき方向性に関する意見
を集約し、自由民主党政務調査会「社会保障制度調
査会医療委員会医師の働き方改革の施行に関する
PT」（座長：田村憲久衆議院議員）（令和 4 年 4 月 7
日開催）のヒアリングで発言することの了承を得た。

　自由民主党政務調査会「社会保障制度調査会医療
委員会　医師の働き方改革の施行に関する PT」の
ヒアリングと国会議員との質疑応答について現在ま
でに下記の通り 3 回に亘って開催された。

■令和 4年 4月 7日開催について
　小川会長が医師の働き方改革の施行に向けた進捗
状況に関するヒアリングを受けた。地域医療への影
響を中心とした「医師の働き方改革」の問題点を基
に意見を述べた。

【主な意見は以下の通り。】
①全国都道府県の人口当たりの医師数には約 2 倍の

開きがあり、医師の働き方改革を全国一律の法律・
ルールで縛ることについては疑義があること。

　このような状況の中、改革を進めれば地域医療の
崩壊を招くと考えられること。
②大学病院は極めて特殊なミッション（診療・教育・

研究）を持っているにも関わらず、大学病院が医

療法上に規定されていないことから、大学病院を
医療法上独立したものと位置付ける必要があるこ
と。

③大学病院勤務医の処遇改善なしの兼業・副業制限
は、世界一とされる日本の医療レベルを低下させ
ること。また、研究領域の低下が危惧されること。

■令和 4年 4月 12日開催について
　四病院団体協議会（日本病院会、全日本病院協会、
日本医療法人協会、日本精神科病院協会）から取組
状況や課題の報告があった。

■令和 4年 4月 20日開催について
（1）炭山嘉伸本協会病院部会担当副会長（東邦大学
理事長）が医師の働き方改革に伴う財源措置の要望
並びに首都圏の大学病院における医師派遣機能への
影響に関して説明を行った。
　同 PT における意見と質疑応答は下記のとおり。
①大学病院は能動的に診療・教育・研究の役割を果

たすと共に医師の派遣機能を発揮していること。
②今般の診療科偏在問題に関連して、首都圏の大学

病院においても救急医療に従事する外科系医師の
不足は深刻であり、地域の救急医療に影響するこ
とを懸念していること。

③東京都においては専門医制度の中で 19 基本領域
13 領域にシーリングがかかっており、特に中央
診療部門である放射線科・麻酔科のシーリングは
医師確保の面で問題となること。

④今後、シーリングのかかっていない外科・産婦人
科等の救急医療に直接影響する診療科において、
もし連続勤務時間制限や 9 時間のインターバルが
義務化された場合、救急医療に差し障りがあるこ
と。

⑤人口密度の高い首都圏の加盟大学附属病院は、高
度急性期医療の中核病院としての機能と地域医療
への医師派遣の機能を果たすため、大学人として
の自覚と誇りの矜持を胸に懸命に頑張っている
が、ほぼ限界に達していること。
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　　医師の働き方改革の運用の動向次第では、大学
病院から医師が消えることも考えられ、医師の処
遇改善を強くお願いするものであること。

⑥主な質疑応答について
a. 自己研鑽の問題について、研究（自己研鑽）は労

働時間外になるのではないかとの質問に対して
は、自己研鑽を指示の有無により労働と判断する
ことは困難であること。特に黙示による命令が労
働であると決めることは望ましくないとの回答を
行ったこと。

b. 大学病院の本来業務に地域医療があるのかという
ことに関しての議論を行い明確にする必要がある
のではないかとの質問に対しては、地域医療は大
学の職務として派遣している訳ではないが、現状
を考えると大学が医師の派遣を行わない場合、地
域医療が成り立たなくなること。そのため医療法
上の位置付けをお願いしている旨の回答を行った
こと。

c. 大学病院からの派遣を前提にしたシステムを構築
していることが問題ではないかとの質問に対して
は、全国自治体病院協議会より、大学病院並びに
基幹病院からの医師派遣がないと 2 次救急医療が
提供できなくなること。医師派遣のためには宿日
直許可が必要であり許可の弾力化をお願いしたい
との回答があったこと。

d. 大学病院の医療法上の位置付けについては、厚生
労働省医政局長より、医師の確保の観点で位置付
けられているが、地域に派遣している大学病院の
位置付けをどうするか考えなければならないとの
意見が出されたこと。

　　また、文部科学省高等教育局医学教育課長より、
大学病院を医療法上どのように位置付けるのかに
ついては、医療法が文部科学省管轄ではないため
意見は差し控えたいこと。地域の医療をどのよう
に支えるかについては地域枠定員の充実で人材育
成に取り組んでおり、引き続き協議していきたい

との意見が出されたこと。

（2）更に同 PT に出席した全国医学部長病院長会議
の会長である湯澤由紀夫理事（藤田医科大学学長・
統括病院長）から「大学病院における医師の働き方
改革の施行に向けた取り組み」に関して、アンケー
ト調査結果を基に具体的な説明・報告があった。
①同会議が実施した「医師の働き方改革施行に向け

た大学病院の取り組みに関する調査」結果を報告
したこと。

②同調査結果を基に、全国医学部長病院長会議とし
て財政支援並びに大学病院特有の医師の働き方に
沿った制度の整備などを求めたこと。

③地域医療の維持に向けては、大学病院の医師派遣
による取り組みのみでは限界があるため、「三位
一体改革」〔「地域医療構想の実現」、「医療従事者
の働き方改革の推進」、「実効性のある医師偏在対
策の着実な推進」〕の実行が不可欠だと主張した
こと。

《田村憲久座長のまとめ並びに意見について》
①宿日直許可については、医師を派遣する側と派遣

される側の双方で重点問題となっているが、医療
の実態に即して考える必要があること。

②医師の給与を上げると大学病院の医師が派遣先に
行かないのではないかと危惧していること。その
ため医師が勤務して給与が正当に支給されること
も踏まえて、今後の医師需給推計を行っていくべ
きであること。

③大学病院勤務医師における処遇改善に対する財政
支援については継続して議論していきたいこと。

　医師の働き方改革と医師確保策については、医師
数の地域間格差並びに診療科間偏在問題があり、こ
の状況に対応することなく医師の働き方改革を進め
れば医療崩壊を招く懸念がある。
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　大学病院に勤務する医師の特殊な働き方（診療・
教育・研究）を規定する制度がないため、労働基準
法上の整備・明確化が必要である。
　大学病院の特殊性に鑑み、現行では一般病院、特
定機能病院、精神病院、結核病院と医療法で規定さ
れている類型ではなく、医療法上に於いて新たに大
学病院を医育機関（診療、教育、研究）として独立

した位置づけとすべきである。しかしながら、本来
の使命ではない医師派遣機能を盛り込むことについ
ては反対の立場である。
　また、臨床研修制度において、実務を経験させる
ために、地域医療研修は現在１ヶ月となっているが、
具体的な研修期間を半年程度に義務化し、臨床研修
により地域医療を賄うことには疑義がある。

　Ⅲ．新型コロナウイルス感染症への対応について

　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が我が
国に発生以降、本協会加盟大学附属病院は、新型コ
ロナウイルス感染症患者を受入れながら高度先進医
療を行う本来の使命を維持しつつ、一般外来・入院
診療の調整を行っている。更に救急医療も維持し、
国民医療の充実に誠意をもって最大限の努力を注い
で来ている。
　これまで、国公私立大学附属病院は新型コロナウ
イルス感染症患者 56,762 名の受入れを行って来てお
り、令和 4 年 3 月 31 日現在、患者受入れ数は国立
大学 12,285 名、公立大学 7,218 名、日本私立医科大
学協会加盟 29 大学 37,259 名となっている。（図 1）
　その内、日本私立医科大学協会加盟大学附属病院

（29 大学 80 病院）に於ける重症患者受入総数（令和
2 年 3 月～令和 4 年 2 月）は 6,861 名となっている。

　延べ患者数で見ると、新型コロナウイルス感染症
患者の在院日数は国公私立大学病院平均で 23 日で
あることから、本協会加盟大学附属病院に於いては
85 万 7 千名余の患者を診てきていることとなる。

《新型コロナウイルス感染症による影響度調査につ
いて》
　本協会は新型コロナウイルス感染症発生前の2019
年 4 月～ 11 月と、発生後の 2021 年 4 月～ 11 月を
比較した影響度調査結果をとりまとめた。
　本協会加盟大学附属病院（本院 29 病院・分院 55
病院）の 84 病院から回答があり、回答率は 100%
である。
　外来患者延数（本院 29 病院平均）（図 2）、入院患
者延数（本院 29 病院平均）（図 3）ともに 2019 年同

　Ⅱ．学校法人ガバナンス改革に関する動向について

　文部科学省「学校法人ガバナンス改革会議」（座長 :
増田宏一日本公認会計士協会相談役）は令和 3 年 12
月 3 日に学校法人ガバナンスの抜本的改革と強化の
具体策を公表した。
　これを受け、末松信介文部科学大臣は令和 4 年 1
月 7 日、私立学校ガバナンス改革に関する対応方針
の 1 つとして、文部科学省大学設置・学校法人審議
会内に「学校法人制度改革特別委員会」を新たに設
置し、評議員会、評議員の在り方等について丁寧に
合意形成を進めることとした。
　同特別委員会は、第 1 回（令和 4 年 1 月 7 日）か
ら第6回（令和4年3月22日開催）までの議論を経て、

「学校法人制度改革の具体的方策」（令和 4 年 3 月 29
日）を公表した。
①学校法人改革の具体的方策として、学校法人にお

ける理事会・評議員会の地位に関しては、「学校
法人における理事会と評議員会の意思決定権限」

の中で『大臣所轄学校法人においては、法人の基
礎的変更（任意解散・合併、それに準じる程度の
寄附行為の変更）について、理事会の決定ととも
に評議員会の決議を要する。基礎的変更に関わら
ない業務に関する事項については、現行制度を維
持する。』としたこと。

②これにより大きな懸念事項であった「評議員会を
最高監督・議決機関」と位置付けるとの提案が見
直されたこと。

　文部科学省は、令和 4 年 4 月 4 日付にて、私立大
学などを運営する学校法人のガバナンス（組織統治）
を強化する私立学校法改正案の骨子案を公表し、令
和 4 年 5 月 3 日までを期限としてパブリックコメン
ト（意見公募手続）を実施した。
　私立学校法改正案については、条文の検討になお
時間を要することから、当面、令和 4 年 6 月 15 日に
会期末となる今国会での提出を見送ることとした。
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期間と比較して減少している。手術件数（本院 29
病院平均）（図 4）は回復傾向にあるが、救急受入件
数（本院 29 病院平均）（図 5）は減少したままである。
　2020 年度は、新型コロナウイルス感染症への対応
により、医業収支は▲ 179 億円となり大幅な赤字で

あった。2021 年度に入ると統計数値では改善が見ら
れ、医業収入は回復傾向となっているが、医業費用
はそれを上回る増額となっており、依然として本協
会加盟大学附属病院は厳しい経営状況にある。

日本私立医科大学協会調べ
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【図 1】新型コロナウイルス感染症患者の受入れ総数の推移（累計）
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（12.8％）

私立医科大学協会加盟大学
〔２９大学８０病院〕

国立大学〔４２大学４４病院〕

公立大学〔８大学１４病院〕

56,762名
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【図 3】入院患者統計（本院 29病院平均）
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【図 2】外来患者統計（本院 29病院平均）
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【図 4】手術件数（本院 29病院平均）
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【図 5】救急受入件数（本院 29病院平均） 日本私立医科大学協会調べ
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